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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信網上で配信されるマルチメディアコンテンツを、携帯端末と連携端末との連携動作
で視聴するコンテンツ視聴システムであって、
　前記携帯端末が、
　携帯端末ユーザとの間で情報を入出力するユーザインターフェースと、
　前記通信網上のサーバと通信する第１の通信処理部と、
　前記通信網とは異なる通信路で前記連携端末と通信する第２の通信処理部とを含み、
　前記連携端末が、
　前記通信網上のサーバと通信する第４の通信処理部と、
　前記通信網とは異なる通信路で前記携帯端末と通信する第３の通信処理部とを含み、
　前記携帯端末がさらに、
　前記ユーザインターフェースから入力され、コンテンツの識別情報を含む制御情報を、
前記第２の通信処理部経由で連携端末へ送信する手段と、
　前記ユーザインターフェースから入力され、前記制御情報を受信した連携端末に表示さ
れているコンテンツの全体またはその構成要素となる部分領域を選択する選択種別情報を
、前記第２の通信処理部経由で前記連携端末へ送信する手段とを含み、
　前記連携端末がさらに、
　前記携帯端末から前記第３の通信処理部経由で前記制御情報を取得する手段と、
　前記制御情報に含まれる識別情報に対応したコンテンツを前記第４の通信処理部経由で
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サーバから取得する手段と、
　前記取得したコンテンツを表示する手段と、
　前記携帯端末から前記第３の通信処理部経由で前記選択種別情報を取得する手段と、
　前記取得した選択種別情報に基づいて、前記表示中のコンテンツの全体またはその構成
要素となる部分領域を指定する第２のコンテンツ識別情報を、前記第３の通信処理部経由
で前記携帯端末へ送信する手段とを含み、
　前記携帯端末がさらに、
　前記第２のコンテンツ識別情報を前記第２の通信処理部経由で前記連携端末から受信す
る手段と、
　前記受信した第２のコンテンツ識別情報に対応したコンテンツを前記第１の通信処理部
経由で前記サーバから取得する手段とを含むことを特徴とするコンテンツ視聴システム。
【請求項２】
　前記携帯端末が、
　少なくとも一つの連携端末に関して、その識別情報とアドレス情報とを対応づけて管理
する連携端末情報管理手段を具備し、
　前記ユーザインターフェースは、前記連携端末情報管理手段で管理されている各連携端
末情報を表示して、その一つを選択させ、
　前記第２の通信処理部は、前記選択された連携端末との間に通信リンクを確立すること
を特徴とする請求項１に記載のコンテンツ視聴システム。
【請求項３】
　前記連携端末情報管理手段が、前記第２の通信処理部経由で通信可能な各連携端末に識
別情報およびアドレス情報を要求し、これらを連携端末情報として取得することを特徴と
する請求項２に記載のコンテンツ視聴システム。
【請求項４】
　前記携帯端末が、
　連携端末に要求する能力を、前記第２の通信処理部経由で通信可能な連携端末へ通知す
る手段を含み、
　前記連携端末が、
　携帯端末から要求された能力を自身が備えているか否かを判定し、備えている場合のみ
、自身の識別情報およびアドレス情報を携帯端末へ提供することを特徴とする請求項３に
記載のコンテンツ視聴システム。
【請求項５】
　前記携帯端末が、
　連携端末に要求する所有者識別情報あるいは運用者識別情報を、前記第２の通信処理部
経由で通信可能な連携端末へ通知する手段を含み、
　前記連携端末が、
　携帯端末から通知された所有者識別情報あるいは運用者識別情報が、自身の所有者識別
情報あるいは運用者識別情報と一致するか否かを判定し、一致している場合のみ、自身の
識別情報およびアドレス情報を携帯端末へ提供することを特徴とする請求項３に記載のコ
ンテンツ視聴システム。
【請求項６】
　前記携帯端末は、識別情報およびアドレス情報を最初に取得した連携端末との間に通信
リンクを確立することを特徴とする請求項３に記載のコンテンツ視聴システム。
【請求項７】
　前記携帯端末および連携端末が、
　自身の地理的な位置情報を管理する手段を含み、
　前記連携端末がさらに、
　前記位置情報を前記識別情報およびアドレス情報と共に携帯端末へ提供する手段を含み
、
　前記携帯電話は、自身の位置情報および各連携端末の位置情報に基づいて、自身の位置
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から所定の距離内に位置する連携端末を、前記ユーザインターフェースに表示することを
特徴とする請求項３ないし６のいずれかに記載のコンテンツ視聴システム。
【請求項８】
　前記携帯電話は、自身の位置情報および各連携端末の位置情報に基づいて、自身の位置
から所定の距離内であって、かつ特定の方角に位置する連携端末を、前記ユーザインター
フェースに表示することを特徴とする請求項３ないし６のいずれかに記載のコンテンツ視
聴システム。
【請求項９】
　前記携帯端末は、地理的に最も近い連携端末との間に通信リンクを確立することを特徴
とする請求項８に記載のコンテンツ視聴システム。
【請求項１０】
　通信網上で配信されるマルチメディアコンテンツを、携帯端末と連携端末との連携動作
で視聴するコンテンツ視聴方法であって、
　前記携帯端末が、
　携帯端末ユーザとの間で情報を入出力するユーザインターフェースと、
　前記通信網上のサーバと通信する第１の通信処理部と、
　前記通信網とは異なる通信路で前記連携端末と通信する第２の通信処理部とを含み、
　前記連携端末が、
　前記通信網上のサーバと通信する第４の通信処理部と、
　前記通信網とは異なる通信路で前記携帯端末と通信する第３の通信処理部とを含み、
　前記携帯端末がさらに、
　前記ユーザインターフェースから入力され、コンテンツの識別情報を含む制御情報を、
前記第２の通信処理部経由で連携端末へ送信する手順と、
　前記ユーザインターフェースから入力され、前記制御情報を受信した連携端末に表示さ
れているコンテンツの全体またはその構成要素となる部分領域を選択する選択種別情報を
、前記第２の通信処理部経由で前記連携端末へ送信する手順とを含み、
　前記連携端末がさらに、
　前記携帯端末から前記第３の通信処理部経由で前記制御情報を取得する手順と、
　前記制御情報に含まれる識別情報に対応したコンテンツを前記第４の通信処理部経由で
サーバから取得する手順と、
　前記取得したコンテンツを表示する手順と、
　前記携帯端末から前記第３の通信処理部経由で前記選択種別情報を取得する手順と、
　前記取得した選択種別情報に基づいて、前記表示中のコンテンツの全体またはその構成
要素となる部分領域を指定する第２のコンテンツ識別情報を、前記第３の通信処理部経由
で前記携帯端末へ送信する手順とを含み、
　前記携帯端末がさらに、
　前記第２のコンテンツ識別情報を前記第２の通信処理部経由で前記連携端末から受信す
る手順と、
　前記受信した第２のコンテンツ識別情報に対応したコンテンツを前記第１の通信処理部
経由で前記サーバから取得する手順とを含むことを特徴とするコンテンツ視聴方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、インターネットやイントラネットを代表とする通信網上で配信されるマルチメ
ディアコンテンツを、それぞれの固有の通信路を有する複数の端末を使用して効果的、あ
るいは効率的に視聴することを可能とするコンテンツ視聴システム及びコンテンツ視聴方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、携帯電話端末やハンドヘルドタイプに代表される携帯端末では、処理能力や搭載し
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ているメモリ容量、ディスプレイの大きさ、あるいは使用する通信回線の制約により、イ
ンターネットやイントラネット上でパーソナルコンピュータ向けに配信されるマルチメデ
ィアコンテンツを十分な品質で閲覧、視聴することができない。
【０００３】
このような問題を解消するために、携帯端末の能力や、携帯端末が使用可能な通信能力、
あるいは、携帯端末が使用する通信路の通信状態の変化に合わせて、配信するコンテンツ
のレイアウトや品質を制御するアプローチが提案、実用化されている。
【０００４】
また、携帯端末の能力的な制約を軽減するため、携帯端末とディスプレイや家電機器等、
携帯端末の機能を補う機器を連携させるアプローチが提案、実用化されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、携帯端末のみを使用してコンテンツの閲覧、視聴を行う場合、携帯端末や
その携帯端末が使用する通信路が有する制約に合わせてコンテンツを再生成するアプロー
チを適用しても、コンテンツのレイアウト変更や品質の劣化が発生するため、コンテンツ
の作成者が意図した情報の全てを取得し認識することができない場合がある。
【０００６】
一方、携帯端末と他の機器を連携させてコンテンツの閲覧、視聴を行うアプローチにおい
ても、コンテンツが携帯端末を経由して機器に転送される場合には、携帯端末の処理能力
、携帯端末が使用可能な通信能力、あるいは携帯端末が使用する通信路の通信状態変化の
影響を完全に排除することができず、快適なコンテンツの閲覧、視聴ができない場合があ
る。
【０００７】
また、上記のような携帯端末特有の制約を排除しつつ、携帯端末ユーザが、家、オフィス
、車内、屋外等、様々な場所へ移動した場合に、それらの場所に設置された端末と携帯端
末を適切に連携させ、ユーザが行うコンテンツの閲覧、視聴の連続性を保障するコンテン
ツ視聴システムに関する提案は存在しない。
【０００８】
従って、本発明は、インターネット、あるいはイントラネットと接続された固有の通信路
を有する端末と携帯端末とを連携させ、このコンテンツ視聴環境内において、携帯端末上
から通信網上で配信されるマルチメディアコンテンツを処理する端末を連携端末として自
由に指定・変更できるとともに、コンテンツを処理するように指示された連携端末が、そ
の固有の通信路を使用して、すなわち携帯端末を経由することなく、コンテンツを取得す
るよう制御することにより、携帯端末を携行するユーザに常に優良なマルチメディアコン
テンツの視聴環境を提供するコンテンツ視聴システム及びコンテンツ視聴方法を提供する
ことを目的とする。
【０００９】
また、本発明は、携帯端末を携行するユーザが移動する場合においても、携帯端末ユーザ
が、移動元で行っていたコンテンツの閲覧、視聴作業を、移動中、ならびに移動先におい
ても継続的に実施できることを実現したコンテンツの視聴環境を提供することを目的とす
る。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
前記の目的を達成するために、本発明によるコンテンツ視聴システム並びにコンテンツ視
聴方法は、
携帯端末のユーザが、携帯端末上で表示しているコンテンツから連携端末に表示すべきコ
ンテンツを、携帯端末のユーザインタフェースを介して指定し、その指定内容に基づき携
帯端末内部で取得された指定コンテンツの識別情報を連携端末に通知するとともに、連携
端末が指定されたコンテンツを取得するよう制御されるとともに、携帯端末によるコンテ
ンツ取得、携帯端末から連携端末へのコンテンツの指定、ならびに連携端末によるコンテ
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ンツ取得が、それぞれ異なる通信路を介して行われるように制御するようにした点に第1
の特徴がある。
【００１１】
この特徴によれば、携帯端末を携帯する携帯端末ユーザがコンテンツの表示を携帯端末か
ら連携端末へ必要に応じて変更することが可能となり、携帯端末ユーザは、携帯端末の処
理能力、携帯端末の表示能力、携帯端末が使用可能な通信能力、あるいは携帯端末が使用
する通信路の通信状態変化の影響を受けることなく、快適なコンテンツの閲覧、視聴を実
現できる。
【００１２】
また、本発明によるコンテンツ視聴システム並びにコンテンツ視聴方法では、携帯端末の
ユーザが、連携端末上で表示しているコンテンツから携帯端末に表示すべきコンテンツを
、携帯端末のユーザインタフェースを介して指定し、その指定内容に基づき連携端末内部
で取得された指定コンテンツの識別情報が携帯端末へ通知され、携帯端末が指定されたコ
ンテンツを取得するように制御されるとともに、携帯端末によるコンテンツ取得、携帯端
末から連携端末へのコンテンツの指定に関わる制御情報あるいは連携端末から携帯端末へ
のコンテンツ識別情報の通知、ならびに連携端末によるコンテンツ取得が、それぞれ異な
る通信路を介して行われるように制御するようにした点に第２の特徴がある。
【００１３】
この特徴によれば、携帯端末ユーザは、連携端末上に表示させたコンテンツの中から必要
なコンテンツの全体あるいは一部を指定し、指定したコンテンツを携帯端末内部に取り込
み表示することが可能となり、連携端末が設置されている場所から移動する場合において
も、コンテンツの閲覧、視聴作業を継続することができる。
【００１４】
また、本発明によるコンテンツ視聴システム並びにコンテンツ視聴方法では、携帯端末の
ユーザが、連携端末上で表示しているコンテンツから携帯端末に表示すべきコンテンツを
携帯端末の指定し、その指定内容に基づき連携端末内部で取得された指定コンテンツの識
別情報が携帯端末へ通知されるとともに、通知されたコンテンツ識別情報が携帯端末内部
に保持されるように制御するようにした点に第３の特徴がある。
【００１５】
この特徴によれば、携帯端末ユーザは、連携端末上に表示させたコンテンツの中から必要
なコンテンツの全体あるいは一部を指定し、指定したコンテンツの識別情報を、携帯端末
内部に記録することが可能となり、連携端末が設置されている場所から移動した場合にお
いても、その移動先において、コンテンツの閲覧、視聴作業を再開することができる。
【００１６】
また、本発明によるコンテンツ視聴システム並びにコンテンツ視聴方法では、携帯端末ユ
ーザの意思により、携帯端末上で表示されているコンテンツを連携端末へ表示させたり、
連携端末上で表示されているコンテンツを携帯端末に表示させたりすることを自由に制御
できるように構成し、携帯端末によるコンテンツ取得、携帯端末から連携端末へのコンテ
ンツの指定に関わる制御情報あるいは連携端末から携帯端末へのコンテンツ識別情報の通
知、ならびに連携端末によるコンテンツ取得のそれぞれが、それぞれ異なる通信路を介し
て行われるように制御するようにした点に第４の特徴がある。
【００１７】
この特徴によれば、携帯端末ユーザは、移動元の連携端末上に表示させたコンテンツの中
から必要なコンテンツの全体あるいは一部を携帯端末内部取り込み、移動中においてもコ
ンテンツの閲覧、視聴作業を継続できるとともに、移動先においては、携帯端末で表示さ
れているコンテンツの全体あるいは一部を移動先に設置された連携端末に適切に表示させ
ることが可能となるため、携帯端末ユーザのコンテンツの閲覧、視聴作業の継続性を保証
することができる。
【００１８】
また、これらのコンテンツの閲覧、視聴作業において使用される連携端末は、それぞれ個
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別のコンテンツの処理機能、コンテンツの表示機能、コンテンツ取得のための通信路を有
していることから、携帯端末ユーザが連携端末を使用する場合には、携帯端末の処理能力
、携帯端末の表示能力、携帯端末が使用可能な通信能力、あるいは携帯端末が使用する通
信路の通信状態変化の影響を受けることなく、快適なコンテンツの閲覧、視聴を享受する
ことができる。
【００１９】
また、本発明によるコンテンツ視聴システムでは、
携帯端末内にあらかじめ登録されている連携端末の中から、携帯端末のユーザが使用する
連携端末を選択することを可能とした点に第５の特徴がある。
【００２０】
この特徴によれば、携帯端末ユーザが使用する連携端末が限定されている場合に、携帯端
末と連携端末間で通信路を確立する必要が生じるたびに、携帯端末ユーザは連携端末の識
別情報あるいはアドレス情報を入力する必要がなく、携帯端末ユーザが行っているコンテ
ンツの閲覧、視聴作業の中断を最小限に留めることができる。
【００２１】
また、本発明によるコンテンツ視聴システムでは、
携帯端末内に連携端末があらかじめ登録されていない場合においても、通信可能な連携端
末の中から、携帯端末のユーザが使用する連携端末を選択することを可能とした点に第６
の特徴がある。
【００２２】
この特徴によれば、携帯端末ユーザが使用する連携端末の識別情報あるいはアドレス情報
を知らない場合においても、携帯端末と連携端末間で通信路を確立する必要が生じるたび
に、携帯端末ユーザは連携端末の識別情報あるいはアドレス情報を入力する必要がなく、
携帯端末ユーザが行っているコンテンツの閲覧、視聴作業の中断を最小限に留めることが
できる。
【００２３】
また、本発明によるコンテンツ視聴システムでは、
携帯端末上で連携可能な連携端末を携帯端末ユーザに提示する段階で、携帯端末ユーザが
利用したい連携端末のコンテンツ処理機能を具備する連携端末のみが提示されるように制
御した点に第７の特徴がある。
【００２４】
また、本発明によるコンテンツ視聴システムでは、
携帯端末上で連携可能な連携端末を携帯端末ユーザに提示する段階で、あらかじめ、携帯
端末ユーザが指定した所有者あるいは運用者が提供する連携端末のみが提示されるように
制御した点に第８の特徴がある。
【００２５】
また、本発明によるコンテンツ視聴システムでは、
携帯端末上で連携可能な連携端末を検索する段階で、最初に応答があった連携端末との間
で通信路を確立できるよう制御した点に第９の特徴がある。
【００２６】
また、本発明によるコンテンツ視聴システムでは、
携帯端末上で連携可能な連携端末を携帯端末ユーザに提示する段階で、携帯端末ユーザの
現在位置の近辺に存在する連携端末のみが提示されるように制御した点に第１０の特徴が
ある。
【００２７】
また、本発明によるコンテンツ視聴システムでは、
携帯端末上で連携可能な連携端末を携帯端末ユーザに提示する段階で、携帯端末ユーザの
現在位置から見て特定の方角で、携帯端末の近辺に存在する連携端末のみが提示されるよ
うに制御した点に第１１の特徴がある。
【００２８】
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また、本発明によるコンテンツ視聴システムでは、
携帯端末上で連携可能な連携端末を検索する段階で、携帯端末ユーザの現在位置に最も近
い位置に存在する連携端末との間で通信路を確立できるよう制御した点に第１２の特徴が
ある。
【００２９】
前記第７から第１２の特徴によれば、携帯端末ユーザが利用すべき連携端末を選択する際
、携帯端末ユーザに提示される使用可能な連携端末の数が適切に限定されるため、あるい
は携帯端末ユーザが連携端末を選択する必要がないため、携帯端末ユーザの負荷を軽減し
、携帯端末ユーザが行っているコンテンツの閲覧、視聴作業の中断を最小限に留めること
ができる。
【００３０】
また、本発明によるコンテンツ視聴システムでは、
携帯端末と連携端末の検索処理を、インターネットあるいはイントラネット等の通信網上
に配置されたサーバ上で行うように制御した点に第１３の特徴がある。
【００３１】
この特徴によれば、携帯端末が利用可能な連携端末を探索する際に、複数の連携端末にア
クセスしそれらの応答を収集する必要がなくなるため、使用可能な連携端末を携帯端末ユ
ーザに提示するまでの時間を短縮することができる。従って、携帯端末ユーザが行ってい
るコンテンツの閲覧、視聴作業の中断を最小限に留めることができる。
さらに、連携端末の所有者あるいは運用者が複数の連携端末を効率的に設置、管理するこ
とが可能となるため、携帯端末ユーザに対してコンテンツの閲覧、視聴環境の整備を充実
できる。
【００３２】
また、本発明によるコンテンツ視聴システムでは、
インターネットあるいはイントラネット等の通信網上に配置されたサーバ上で行う携帯端
末と連携端末の検索処理において、携帯端末の現在位置を中心として特定の距離の範囲内
あるいは特定の方角に存在する連携端末を検索するように制御した点に第１４の特徴があ
る。
【００３３】
また、本発明によるコンテンツ視聴システムでは、
インターネットあるいはイントラネット等の通信網上に配置されたサーバ上で行う携帯端
末と連携端末の検索処理において、携帯端末の現在位置から見て特定の方角で、最も近く
に存在する連携端末を検索するように制御した点に第１５の特徴がある。
【００３４】
前記第１４から第１５の特徴によれば、携帯端末ユーザが利用すべき連携端末を選択する
際、携帯端末ユーザに提示される使用可能な連携端末の数が適切に限定されるため、携帯
端末ユーザの負荷を軽減し、携帯端末ユーザが行っているコンテンツの閲覧、視聴作業の
中断を最小限に留めることができる。
【００３５】
また、本発明によるコンテンツ視聴システムでは、
連携動作のため携帯端末と連携端末間で確立されていた通信路を解放した場合においても
、携帯端末上でのコンテンツ出力状態を継続するとともに、携帯端末と新しい連携端末と
の間に通信路が確立することにより、その新しい連携端末を利用したコンテンツの視聴作
業を継続できるように制御した点に第１６の特徴がある。
【００３６】
また、本発明によるコンテンツ視聴システムでは、
連携動作のため携帯端末と連携端末間で確立されていた通信路を解放した場合においても
、携帯端末が連携端末から取得したコンテンツ識別情報を記録し、携帯端末と新しい連携
端末との間に通信路が確立することにより、記録したコンテンツ識別情報を使用すること
により、連携端末を利用したコンテンツの視聴作業を再開できるように制御した点に第１
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７の特徴がある。
【００３７】
また、本発明によるコンテンツ視聴システムでは、
連携動作のため携帯端末と連携端末間で確立されていた通信路を解放した場合においても
、携帯端末が連携端末から取得したコンテンツ識別情報を記録し、記録したコンテンツ識
別情報に対応するコンテンツの携帯端末上での出力を制限することで、連携端末を利用し
た場合にのみコンテンツの視聴作業を再開できるように制御した点に第１８の特徴がある
。
【００３８】
第１６から第１８の特徴によれば、携帯端末ユーザは、連携端末が設置されている様々な
場所を移動した場合においても、その移動先において、コンテンツの閲覧、視聴作業を継
続・再開できる。また、第１８の特徴によれば、コンテンツの視聴が連携端末上に限定さ
れるため、コンテンツ視聴システムの利用において、携帯端末内部にコンテンツが不当に
取得、保持されるとともに、他の端末へ不当に流出するような脅威を排除することができ
る。
【００３９】
また、本発明によるコンテンツ視聴システムでは、
連携端末との連携に必要な各種の情報処理機能を、携帯端末と連携端末間の通信路の確立
にあわせて携帯端末内に動的に構築することを可能とするように制御した点に第１６の特
徴がある。
【００４０】
この特徴によれば、携帯端末ユーザは、連携端末を制御するために必要なユーザインタフ
ェースや制御情報を生成する機能をあらかじめ取得し携帯端末内に登録しておく必要がな
いため、携帯端末ユーザの負荷を軽減することができるとともに、容量に制限のある携帯
端末のメモリを効率的に利用することができる。
【００４１】
また、本発明によるコンテンツ視聴システムでは、
携帯端末が、プログラムファイルの取得元である連携端末に、そのプログラムファイル利
用に対する対価を支払うためにネットワーク上で流通可能な電子的な論理通貨を利用し、
携帯端末ユーザが、論理通貨の発行者が管理するサーバから必要な論理通貨を取得する段
階と、携帯端末が、連携端末からプログラムファイルを取得する前に、プログラムファイ
ルを利用するための対価に相当する価値の論理通貨を連携端末に提供する段階と、論理通
貨を受領した連携端末が、取得した論理通貨に対して、その受領の証明となる情報を記録
した電子的な領収情報データを生成して携帯端末へ送付する段階と、連携端末が、取得し
た論理通貨の価値に基づき、携帯端末のプログラムファイルの取得を制御する段階と、連
携端末が携帯端末から取得した論理通貨を、その発行者が管理するサーバへ提示すること
で決済を行う段階とを具備する点に第２０の特徴がある。
【００４２】
この特徴によれば、連携端末の所有者あるいは運用者が、連携端末の利用に関わる対価を
取得できるため、これら連携端末の利用による不利益を被ることなく、不特定のユーザに
開放することが可能となる。従って、携帯端末ユーザは、連携端末の所有者あるいは運用
者に対してその連携端末を利用する対価を支払うことで連携端末を使用できる場所や機会
を多くすることができ、コンテンツの閲覧、視聴作業の継続性を高めることができる。
【００４３】
また、本発明によるコンテンツ視聴システムでは、
携帯端末が、プログラムファイルの取得元である連携端末に、そのプログラムファイル利
用に対する対価を支払うために、ネットワーク上で流通可能な電子的な論理通貨を利用し
、
携帯端末ユーザが、論理通貨の発行者が管理するサーバから必要な論理通貨を取得する段
階と、
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携帯端末ユーザが、携帯端末を使用して、プログラムファイルの利用に関わる対価に相当
する価値の論理通貨を提示することで、連携端末に関する情報を管理するサーバへ使用す
るプログラムファイルの登録を行う段階と、
携帯端末からプログラムファイルの取得を要求された連携端末が、連携端末に関する情報
を管理するサーバへ、携帯端末へのプログラムファイルの提示の可否を問い合わせる段階
と、
連携端末に関する情報を管理するサーバが、取得した論理通貨の価値の残高に基づき携帯
端末へのプログラムファイルの提供の可否を判断する段階と、
連携端末に関する情報を管理するサーバが、プログラムファイルの使用に関わる対価に相
当する価値を、携帯端末から提供済みの論理通貨の価値から減算し、その受領の証明とな
る情報を記録した電子的な領収情報データを生成して携帯端末へ送付する段階と、
連携端末に関する情報を管理するサーバの判断結果に基づき、連携端末が携帯端末へのプ
ログラムファイルの提供を制御する段階と、
連携端末に関する情報を管理するサーバが、携帯端末から取得した論理通貨をその発行者
が管理するサーバへ提示することで決済を行う段階とを具備する点に第２１の特徴がある
。
【００４４】
この特徴によれば、連携端末の所有者あるいは運用者が、連携端末の利用に関わる対価を
取得できるため、これら連携端末の利用を、不利益を被ることなく、不特定のユーザに開
放することが可能となる。従って、携帯端末ユーザは、連携端末の所有者あるいは運用者
に対してその連携端末を利用する対価を支払うことで連携端末を使用できる場所や機会を
多くすることができ、コンテンツの閲覧、視聴作業の継続性を高めることができる。また
、個々の連携端末にその連携端末の利用に関する対価の入出管理機能を設置する必要がな
く、連携端末の所有者あるいは運用者が複数の連携端末を効率的に設置、管理することが
可能となるため、携帯端末ユーザに対してコンテンツの閲覧、視聴環境の整備を充実でき
る。
【００４５】
さらに、携帯端末ユーザが連携端末の利用に関わる対価の支払い処理を、連携端末との通
信路の開設の度に実施する必要がなくなるため、使用可能な連携端末を携帯端末ユーザに
提示するまでの時間を短縮することができる。従って、携帯端末ユーザが行っているコン
テンツの閲覧、視聴作業の中断を最小限に留めることができる。
【００４６】
また、本発明によるコンテンツ視聴システムでは、
携帯端末ユーザが連携端末上で実行する作業の選択状況や実行状態を連携端末上で管理す
るように制御し、その選択状況や実行状態を連携端末上で表示するように制御した点に第
２２の特徴がある。
【００４７】
この特徴によれば、携帯端末上に連携端末上で実行する操作の選択状況卓や実行状態を管
理する機能を具備する必要がなく、携帯端末に実装されるべきソフトウェアの規模を小さ
くすることができる。また、選択状況や実行状態を連携端末上で表示することにより、連
携端末の操作中においても、携帯端末上でのコンテンツ出力が視覚的に中断されることが
なく、携帯端末ユーザが行っているコンテンツの閲覧、視聴作業の中断を最小限に留める
ことができる。
【００４８】
【発明の実施の形態】
以下では、図面を用いて、本発明の実施形態を詳細に説明する。本発明方法は、本発明シ
ステムの構成と動作により理解することができるので、以下主として本発明システムにつ
いて説明する。
【００４９】
図１は、携帯端末１００で表示したコンテンツを連携端末３００上へ表示させる制御を行
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うコンテンツ視聴システムの構成図の一例である。
該システムを構成する携帯端末１００は、
携帯端末ユーザ１０との間で必要な情報の授受をする入出力部１０６と、
インターネット、イントラネットあるいは宅内LAN上のサーバ２００から、携帯端末ユー
ザ１０により指定されたコンテンツファイル２１０を取得し、取得されたコンテンツファ
イル２１０を処理し携帯端末ユーザ１０に提示するためのコンテンツ処理部１０１と、
コンテンツ処理部１０１により要求されたコンテンツファイル２１０をサーバ２００から
取得するために使用される第1の通信処理部１０２と、
携帯端末ユーザ１０が、提示されたコンテンツから該携帯端末１００と連携する連携端末
３００に処理させたいコンテンツを指定するための第1のユーザインタフェース部１０３
と、
第1のユーザインタフェース部１０３を通じて指定されたコンテンツを識別する情報とし
て第1のコンテンツ識別情報１２０をコンテンツファイル２１０から取得するコンテンツ
識別情報取得部１０４と、
端末ユーザ１０の指示に基づき取得された第1のコンテンツ識別情報１２０を前記連携端
末３００へ通知するために使用される第2の通信処理部１０５と、
を具備する。
【００５０】
該システムを構成する連携端末３００は、
携帯端末１００から通知された第1のコンテンツ識別情報１２０を取得するために使用さ
れる第3の通信処理部３０１と、
取得した第1のコンテンツ識別情報１２０の内容に基づきコンテンツ処理を制御する第１
のコンテンツ処理制御部３０２と、
第１のコンテンツ処理制御部３０２により指定されたコンテンツファイル２１０を取得し
、取得されたコンテンツファイル２１０を処理し端末ユーザ１０に提示するためのコンテ
ンツ処理部３０３と、
インターネット、イントラネットあるいは宅内LAN上のサーバ２００から、コンテンツ処
理部３０３により要求されたコンテンツファイル２１０を取得するために使用される第4
の通信処理部３０４と、
コンテンツを表示するための出力部３０５と
を具備する。
【００５１】
サーバ２００には、携帯端末１００と連携端末３００とに連絡するためにインターネット
、イントラネット、宅内LAN等により第１の通信網５１が接続されている。携帯端末１０
０と第１の通信網５１との間には、アクセス網として第２の通信網５２が配置されている
。携帯端末１００と連携端末３００との間には、端末間通信網として第３の通信網５３が
配置されている。また、連携端末３００と第１の通信網５１との間には、アクセス網とし
て第４の通信網５４が配置されている。
【００５２】
図２は、図１で示した構成のコンテンツ視聴システムにおいて、携帯端末１００で表示し
たコンテンツを連携端末３００上へ表示させる制御（請求項１及び２３に対応する）を説
明する動作フローの一例である。
【００５３】
携帯端末ユーザ１０は、取得しようとするコンテンツの識別情報（コンテンツ識別情報１
１８）を携帯端末１００の入出力部１０６を介して、入力する（S１００）。具体的には
、コンテンツ識別情報１１８としてUniform Resource Locators (URL) やUniform Resour
ce Identifiers (URI) を使用することができる。入力されたコンテンツ識別情報１１８
は、コンテンツ処理部１０１へ提示される（S１０１）。
【００５４】
コンテンツ処理部１０１は、第1の通信処理部１０２を介して、サーバ２００に指定され
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たコンテンツ識別情報１１８に対応するコンテンツファイル２１０の転送を要求する（S
１０２）。
コンテンツ処理部１０１は、サーバ２００からコンテンツファイル２１０を取得し（S１
０３）、同コンテンツファイル２１０を処理する（S１０４）。具体的には、受領したコ
ンテンツファイル２１０がテキスト、画像を含む場合は、それらのデータをデコードする
。受領したコンテンツが音声データあるいは映像データを含む場合には、それらをデコー
ドし再生する。
コンテンツ処理部１０１によるコンテンツファイル２１０の処理結果は、入出力部１０６
へ出力され（S１０５）、携帯端末ユーザ１０へ提示される（S１０６）。
【００５５】
携帯端末ユーザ１０は、第１のユーザインタフェース部１０３に、連携端末３００へコン
テンツの表示を実施する要求を通知する（S１０７）。
同通知を受領した第１のユーザインタフェース部１０３は、携帯端末１００上でその携帯
端末ユーザ１０に表示されているコンテンツに関して、連携端末３００で表示させたい部
分を選択するように促し、携帯端末ユーザ１０は、表示されているコンテンツ全体、ある
いは表示されているコンテンツの構成要素となる部分領域を第1のユーザインタフェース
部１０３上で選択する（S１０８）。
【００５６】
このとき、第1のユーザインタフェース部１０３は、携帯端末ユーザ１０に、連携端末３
００に表示させるコンテンツが携帯端末１００上に表示されているコンテンツ全体（例え
ば、 Webページ全体）か、表示コンテンツの構成要素であるか（Webページ上の画像やそ
のWebページからリンクされた別のコンテンツ等）を指定させてもよい。さらに、携帯端
末ユーザ１０が、表示コンテンツの構成要素を連携端末３００に表示させることを指定し
た場合、第1のユーザインタフェース部１０３は、表示されているコンテンツに対して、
その構成要素となる部分領域を指定可能なインタフェースを提供してもよい。また、携帯
端末ユーザ１０が表示されているコンテンツの構成要素となる部分領域を選択する場合に
は、第1のユーザインタフェース部１０３は、選択した領域にフォーカスを当て、その選
択状態を表示するようにコンテンツ処理部１０１に要求してもよい。
【００５７】
第1のユーザインタフェース部１０３は、携帯端末ユーザ１０からコンテンツの選択処理
の終了を通知されたとき（S１０９）、コンテンツ識別情報取得部１０４にコンテンツ識
別情報１２０の取得を指示する（S１１０）。
【００５８】
コンテンツ識別情報取得部１０４は、コンテンツ処理部１０１から、携帯端末ユーザ１０
が表示コンテンツ全体を選択した場合には、コンテンツファイル２１０の全体を識別する
ための識別情報を第1のコンテンツ識別情報１２０として取得する。一方、携帯端末ユー
ザ１０が表示コンテンツの一部を指定した場合、現在フォーカスが当たっている領域を構
成するコンテンツファイル２１０を識別するための識別情報を第1のコンテンツ識別情報
１２０として取得する（Ｓ１１１）。
【００５９】
取得された第1のコンテンツ識別情報１２０は、第2の通信処理部１０５と連携端末３００
の第3の通信処理部３０１を介して、第1のコンテンツ処理制御部３０２へ通知される（S
１１２）。
【００６０】
第1のコンテンツ処理制御部３０２は、取得した第1のコンテンツ識別情報１２０をコンテ
ンツ処理部３０３へ提示することで、そのコンテンツファイル２１０の取得を促す（S１
１３）。
【００６１】
コンテンツ処理部３０３は、第４の通信処理部３０４を介して、サーバ２００に指定され
たコンテンツに関するコンテンツファイル２１０の転送を要求する（S１１４）。
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【００６２】
コンテンツ処理部３０３はコンテンツファイル２１０を取得し（S１１５）、同コンテン
ツファイル２１０を処理する（S１１６）。具体的には、受領したコンテンツファイル２
１０がテキスト、画像を含む場合は、それらのデータをデコードする。受領したコンテン
ツが音声データあるいは映像データを含む場合には、それらをデコードし再生する。
【００６３】
コンテンツ処理部３０３によるコンテンツファイル２１０の処理結果は、出力部３０５へ
出力され（S１１１７）、携帯端末ユーザ１０へ提示される（S１１８）。
【００６４】
図３は、連携端末３００で表示したコンテンツを携帯端末１００上へ表示させる制御を実
現するコンテンツ視聴システムの構成図の一例である。
【００６５】
該システムを構成する携帯端末１００は、
インターネット、イントラネットあるいは宅内LAN上のサーバ２００から、携帯端末ユー
ザ１０により指定されたコンテンツファイル２１０を取得し、取得されたコンテンツファ
イル２１０を処理し携帯端末ユーザ１０に提示するコンテンツ処理部１０１と、
コンテンツ処理部１０１により要求されたコンテンツのコンテンツファイル２１０をサー
バ２００から取得するために使用される第1の通信処理部１０２と、携帯端末ユーザ１０
との間で指示や選択に関わる要求等の必要な情報の授受をする入出力部１０６と、
携帯端末ユーザ１０が、携帯端末１００と連携する連携端末３００上のコンテンツ処理部
３０３の動作を制御するとともに、連携端末３００上で提示されたコンテンツから携帯端
末１００に処理させたいコンテンツを指定するための第2のユーザインタフェース部１０
７と、
第２のユーザインタフェース部１０７を通じて指定された携帯端末ユーザ１０との間で指
示や選択に関わる要求等の必要な情報の授受をする入出力部１０６と、携帯端末ユーザ１
０の指示内容に基づき、連携端末３００上のコンテンツ処理部３０３を制御するための制
御情報１２１を生成する制御情報生成部１０８と、制御情報１２１を連携端末３００へ通
知するとともに、携帯端末ユーザ１０との間で指示や選択に関わる要求等の必要な情報の
授受をする入出力部１０６と、携帯端末ユーザ１０が指定したコンテンツに関するコンテ
ンツ識別情報３２０を連携端末３００から取得するために使用される第2の通信処理部１
０５と、
取得したコンテンツ識別情報３２０の内容に基づきコンテンツ処理部１０１の動作を制御
するコンテンツ処理制御部１０９と
を具備する。
【００６６】
連携端末３００は、
携帯端末１００から通知された制御情報１２１を取得し、携帯端末１００携帯端末ユーザ
１０との間で指示や選択に関わる要求等の必要な情報の授受をする入出力部１０６と、に
携帯端末ユーザ１０が指定したコンテンツに関するコンテンツ識別情報３２０を通知する
ために使用される第3の通信処理部３０１と、
コンテンツを表示するための出力部３０５と、
取得した制御情報１２１の内容に基づきコンテンツ処理部３０３の動作を制御する第2の
コンテンツ処理制御部３０６と、
前記第2のコンテンツ処理制御部３０６から指定されたコンテンツ識別情報３２０をコン
テンツファイル２１０から取得するコンテンツ識別情報取得部３０７と、
インターネット、イントラネットあるいは宅内LAN上のサーバ２００から、要求されたコ
ンテンツファイル２１０を取得するために使用される第4の通信処理部３０４と、
コンテンツファイルの取得、処理、提示を実行するコンテンツ処理部３０３と、
を具備する。
【００６７】
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図４から図７は、図３で示した構成のコンテンツ視聴システムにおいて、連携端末３００
で表示したコンテンツを携帯端末１００上へ表示させる制御を説明する動作フローの一例
である。図４から図６は、（１）携帯端末ユーザ１０の指示により、連携端末３００が、
サーバ２００からコンテンツファイル２１０を取得し連携端末３００上に出力する。
（２）携帯端末ユーザ１０が、連携端末３００上に出力されたコンテンツを監視し、携帯
端末１００に取得するコンテンツを選択する。
（３）携帯端末１００が、連携端末３００上で選択されたコンテンツに関するコンテンツ
ファイル２１０を取得し、携帯端末１００上に出力する。という一連の動作（請求項２及
び２４に対応する）を説明するものである。また、図７は、上記（１）（２）に続けて、
（４）携帯端末１００が、連携端末３００上で選択されたコンテンツに関するコンテンツ
識別情報を取得し、携帯端末１００内に保持する。
という処理を行う場合の動作（請求項３及び２５に対応する）を説明するものである。
【００６８】
図４は、携帯端末ユーザ１０の指示により、連携端末３００が、サーバ２００からコンテ
ンツファイル２１０を取得し連携端末３００上に出力する処理の動作フローの一例である
。
携帯端末ユーザ１０は、携帯端末１００の入出力部１０６を介して、第2のユーザインタ
フェース部１０７に取得するコンテンツの識別情報を提示する（S１２０）。具体的には
、コンテンツ識別情報としてUniform Resource Locators (URL) やUniform Resource Ide
ntifiers (URI) を使用できる。
入力されたコンテンツ識別情報に基づき、制御情報生成部１０８は、連携端末３００上で
のコンテンツ出力を指示する制御情報１２１を生成する（S１２１）。
制御情報１２１は、第2の通信処理部１０５と連携端末３００の第3の通信処理部３０１を
介して、第２のコンテンツ処理制御部３０６へ通知される（S１２２）。
第2のコンテンツ処理制御部３０６は、受領した制御情報１２１に含まれるコンテンツ識
別情報をコンテンツ処理部３０３に提示する（S１２３）。
コンテンツ処理部３０３は、第４の通信処理部３０４を介して、サーバ２００に指定され
たコンテンツ識別情報に対応するコンテンツファイル２１０の転送を要求する（S１２４
）。
コンテンツ処理部３０３はサーバ２００からコンテンツファイル２１０を取得し（S１２
５）、同コンテンツファイルを処理する（S１２６）。具体的には、受領したコンテンツ
ファイル２１０がテキスト、画像を含む場合は、それらのデータをデコードする。受領し
たコンテンツが音声データあるいは映像データを含む場合には、それらをデコードし再生
する。
コンテンツ処理部３０３によるコンテンツファイルの処理結果は、入出力部３０５へ出力
され（S１２７）、携帯端末ユーザ１０へ提示される（S１２８）。
【００６９】
図５は、携帯端末ユーザ１０が、連携端末３００上に出力されたコンテンツを監視、携帯
端末１００に取得するコンテンツを選択する処理の動作フローの一例である。携帯端末ユ
ーザ１０は、携帯端末１００の入出力部１０６を介して第2のユーザインタフェース部１
０７に、連携端末３００で表示されているコンテンツに関して、携帯端末１００へ表示す
る処理を開始することを通知する（S１２９）。同通知を受領した第２のユーザインタフ
ェース部１０７は、携帯端末ユーザ１０に、携帯端末１００に表示させるコンテンツが連
携端末３００上に表示されているコンテンツ全体（例えば、Webページ全体）か、表示コ
ンテンツの構成要素であるか（Webページ上の画像やそのWebページからリンクされた別の
コンテンツ等）を指定させるメニューを提示する（S１３０）。このとき、携帯端末ユー
ザ１０が、表示コンテンツの構成要素の取得を選択した場合（S１３１）、第２のユーザ
インタフェース部１０７はコンテンツ選択モードへ移行する（S１３２）。第２のユーザ
インタフェース部１０７は、連携端末３００上で表示されているコンテンツに対してその
構成要素となる部分領域を指定可能なインタフェース、例えば連携端末３００が具備する
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ポインタ機能を制御したり、特定のタグ情報に基づきフォーカスを移動させたりするため
のインタフェースを提供する。コンテンツ選択モードにおいて、携帯端末ユーザ１０は、
連携端末３００上でのポインタに移動方向の指定及び決定操作、あるいはフォーカス移動
方向の指定等、連携端末３００上で表示されているコンテンツに対してその構成要素とな
る部分領域を指定する操作を第２のユーザインタフェース部１０７上で行う（S１３３）
。制御情報生成部１０８は、第２のユーザインタフェース部１０７から通知されたイベン
ト内容に基づき、対応する制御情報１２１を生成する（S１３４）。制御情報１２１は、
第2の通信処理部１０５と連携端末３００の第3の通信処理部３０１を介して、第２のコン
テンツ処理制御部３０６へ通知される（S１３５）。第２のコンテンツ処理制御部３０６
は制御情報の内容に従い、ポインタの移動や決定処理を実行したり、あるいはフォーカス
移動を指示することで（S１３６）、コンテンツ処理部３０３に、連携端末３００上に表
示されたコンテンツに関し、フォーカス移動を実行するように促す（S１３７）。フォー
カスの移動結果は出力部３０５に出力され（S１３８）、携帯端末ユーザ１０へ提示され
る（S１３９）。上記S１４５からS１５１の処理が繰り返されることにより、携帯端末ユ
ーザ１０は、連携端末３００上に表示されているコンテンツの部分領域を選択する（S１
４０）。
【００７０】
図６は、携帯端末１００が、連携端末３００上で選択されたコンテンツに関するコンテン
ツファイルを取得し、携帯端末１００上に出力する処理の動作フローの一例である。携帯
端末ユーザ１０がコンテンツ全体の取得を選択した場合、あるいは、コンテンツ構成要素
の取得を決定した場合（S１４１）、第２のユーザインタフェース部１０７は制御情報生
成部１０８にコンテンツ識別情報３２０の取得を指示する（S１４２）。このとき、第２
のユーザインタフェース部１０７は制御情報生成部１０８に、少なくとも、携帯端末ユー
ザ１０がコンテンツ全体の取得を選択したか、コンテンツの構成要素の取得を選択したか
を識別するための選択種別情報を提示する。制御情報生成部１０８は、第２のユーザイン
タフェース部１０７から提示された「選択種別情報」を含む制御情報１２１を生成する（
S１４３）。制御情報１２１は、携帯端末１００の第2の通信処理部１０５と連携端末３０
０の第3の通信処理部３０１を介して、第２のコンテンツ処理制御部３０６へ通知される
（S１４４）。第２のコンテンツ処理制御部３０６は制御情報の内容を、コンテンツ識別
情報取得部３０７へ通知する（S１４５）。コンテンツ識別情報取得部３０７は、コンテ
ンツ全体取得の通知を受領した場合には、コンテンツファイル全体を識別するための識別
情報を第２のコンテンツ識別情報３２０として取得する（S１４６）。一方、コンテンツ
部分領域取得の通知を受領した場合、現在フォーカスが当たっている領域を構成するコン
テンツファイルを識別するための識別情報を第２のコンテンツ識別情報３２０として取得
する（S１４７）。取得された第２のコンテンツ識別情報３２０は、連携端末３００の第
３の通信処理部３０１と携帯端末１００の第２の通信処理部１０５を介して、携帯端末１
００のコンテンツ処理制御部１０９へ通知される（S１４８）。コンテンツ処理制御部１
０９は、携帯端末１００のコンテンツ処理部１０１へ取得した第２のコンテンツ識別情報
３２０を提示することで、そのコンテンツファイル２１０の取得を促す（S１４９）。コ
ンテンツ処理部１０１は、第１の通信処理部１０２を介して、サーバ２００に指定された
コンテンツに関するコンテンツファイル２１０の転送を要求する（S１５０）。コンテン
ツ処理部１０１はサーバ２００からコンテンツファイル２１０を取得し（S１５１）、同
コンテンツファイルを処理する（S１５２）。具体的には、受領したコンテンツファイル
がテキスト、画像を含む場合は、それらのデータをデコードする。受領したコンテンツが
音声データあるいは映像データを含む場合には、それらをデコードし再生する。コンテン
ツ処理部１０１によるコンテンツファイルの処理結果は、携帯端末１００の入出力部１０
６へ出力され（S１５３）、携帯端末ユーザ１０へ提示される（S１５４）。
【００７１】
図７は、携帯端末１００が、連携端末３００上で選択されたコンテンツに関するコンテン
ツ識別情報を取得し、携帯端末１００内に保持する処理の動作フローの一例である。
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前記の図５のフローに続き、携帯端末ユーザ１０がコンテンツ全体のコンテンツ識別情報
の取得を選択した場合、あるいは、表示コンテンツ構成要素のコンテンツ識別情報の取得
を選択した場合（S１６０）、第２のユーザインタフェース部１０７は制御情報生成部１
０８にコンテンツ識別情報３２０の取得を指示する（S１６１）。このとき、第２のユー
ザインタフェース部１０７は制御情報生成部１０８に、少なくとも、携帯端末ユーザ１０
がコンテンツ全体のコンテンツ識別情報の取得を選択したか、表示コンテンツ構成要素の
コンテンツ識別情報の取得を選択したかを識別するための選択種別情報を提示する。
制御情報生成部１０８は、第２のユーザインタフェース部１０７から提示された選択種別
情報を含む制御情報１２１を生成する（S１６２）。
制御情報１２１は、携帯端末１００の第2の通信処理部１０５と連携端末３００の第3の通
信処理部３０１を介して、第２のコンテンツ処理制御部３０６へ通知される（S１６３）
。
第２のコンテンツ処理制御部３０６は制御情報の内容を、コンテンツ識別情報取得部３０
７へ通知する（S１６４）。
コンテンツ識別情報取得部３０７は、コンテンツ全体取得の通知を受領した場合には、コ
ンテンツファイル全体を識別するための識別情報を第２のコンテンツ識別情報３２０とし
て取得する（S１６５）。
一方、コンテンツ部分領域取得の通知を受領した場合、現在フォーカスが当たっている領
域を構成するコンテンツファイル２１０を識別するための識別情報を第２のコンテンツ識
別情報３２０として取得する（S１６６）。
取得された第２のコンテンツ識別情報３２０は、連携端末３００の第３の通信処理部３０
１と携帯端末１００の第２の通信処理部１０５を介して、携帯端末１００のコンテンツ処
理制御部１０９へ通知される（S１６７）。
コンテンツ処理制御部１０９は、携帯端末１００のコンテンツ処理部１０１へ取得した第
２のコンテンツ識別情報３２０を保持する（S１６８）。
【００７２】
図８は、携帯端末１００と連携端末３００間でコンテンツ出力先を制御できるコンテンツ
視聴システムの構成図の一例である。
該システムを構成する携帯端末１００は、前述の例で説明した、コンテンツ処理部１０１
、第1の通信処理部１０２、第1のユーザインタフェース部１０３、コンテンツ識別情報取
得部１０４、第2の通信処理部１０５、入出力部１０６、第2のユーザインタフェース部１
０７、制御情報生成部１０８、コンテンツ処理制御部１０９に加え、携帯端末ユーザ１０
が前記第1のユーザインタフェース部１０３と前記第2のユーザインタフェース部１０７を
切り替えて使用するための指示を入力するための第3のユーザインタフェース部１１０を
具備する。
【００７３】
連携端末３００は、前述の例で説明した、第3の通信処理部３０１、第一のコンテンツ処
理制御部３０２、コンテンツ処理部３０３、第4の通信処理部３０４、出力部３０５、第2
のコンテンツ処理制御部３０６、コンテンツ識別情報取得部３０７を具備する。
【００７４】
図９は、図８で示した構成のコンテンツ視聴システムにおいて、携帯端末１００で表示し
たコンテンツを連携端末３００上へ表示させる制御と、連携端末３００で表示したコンテ
ンツを携帯端末１００上へ表示させる制御を切り替えて動作させる制御（請求項４及び２
６に対応する）を説明する動作フローの一例である。立ち上げ時等の初期状態において、
携帯端末１００は、その携帯端末ユーザ１０に対して、入出力部１０６からの入力イベン
トの受領元が、コンテンツ処理部１０１と第1のユーザインタフェース部１０３となるよ
うに制御する（S１７０）。この状態において、携帯端末ユーザ１０は、携帯端末１００
のコンテンツ処理部１０１にコンテンツAの識別情報を提示することで、コンテンツ処理
部１０１にコンテンツAを処理させ（S１７１）、その処理結果を入出力部１０６へ出力さ
せることができる（S１７２）。さらに、携帯端末ユーザ１０は、携帯端末１００のコン
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テンツ処理部１０１にコンテンツBの識別情報を提示することで、コンテンツ処理部１０
１にコンテンツBを処理させ（S１７３）、その処理結果を入出力部１０６へ出力させても
よい（S１７４）。また、携帯端末ユーザ１０は、携帯端末１００上でのコンテンツ出力
処理中の任意の段階で、連携端末３００のコンテンツ処理部３０３に、携帯端末１００で
表示されているコンテンツ全体あるいはその部分領域のコンテンツ識別情報を提示するこ
とで、コンテンツ処理部３０３にその処理をさせ（S１７５）その出力先を連携端末３０
０の出力部３０５へ変更することができる（S１７６）。尚、本例は、携帯端末１００で
表示されているコンテンツ全体（コンテンツB）の出力先を変更す場合の処理である。さ
らに、携帯端末ユーザ１０は、携帯端末１００のコンテンツ処理部１０１にコンテンツC
の識別情報を提示することで、コンテンツ処理部１０１にコンテンツCを処理させ（S１７
７）、その処理結果を入出力部１０６へ出力させてもよい（S１７８）。また携帯端末ユ
ーザ１０は、上記の任意の段階で、第3のユーザインタフェース部１１０にユーザインタ
フェース切り替え指示を通知することで、入出力部１０６からの入力イベントの受領元を
第2のユーザインタフェース部１０７へ切り替えることができる（S１７９）。以降、携帯
端末ユーザ１０は、第2のユーザインタフェースを介して、連携端末３００上でのコンテ
ンツの出力処理を制御できる。携帯端末ユーザ１０は、連携端末３００のコンテンツ処理
部３０３にコンテンツDの識別情報を提示することで、コンテンツ処理部３０３にコンテ
ンツDを処理させ（S１８０）、その処理結果を出力部３０５へ出力させてもよい（S１８
１）。また、携帯端末ユーザ１０は、連携端末３００上でのコンテンツ出力処理中の任意
の段階で、携帯端末１００のコンテンツ処理部１０１に、連携端末３００で表示されてい
るコンテンツ全体あるいはその部分領域のコンテンツ識別情報を提示することで、コンテ
ンツ処理部１０１にその処理をさせ（S１８２）、その出力先を携帯端末１００の入出力
部１０６へ変更することができる（S１８３）。尚、本例は、連携端末３００で表示され
ているコンテンツ全体（コンテンツD）の出力先を変更す場合の処理である。また、この
後、携帯端末ユーザ１０は、連携端末３００のコンテンツ処理部３０３にコンテンツEの
識別情報を提示することで、コンテンツ処理部３０３にコンテンツEを処理させ（S１８４
）、その処理結果を出力部３０５へ出力させてもよい（S１８５）。また携帯端末ユーザ
１０は、連携端末３００上でのコンテンツ出力処理を制御している任意の段階で、第3の
ユーザインタフェース部１１０にユーザインタフェース切り替え指示を通知することで、
入出力部１０６からの入力イベントの受領元を第１のユーザインタフェース部１０３へ切
り替えることができる（S１８６）。以降、携帯端末ユーザ１０は、第１のユーザインタ
フェース１０３を介して、携帯端末１００上でのコンテンツの出力処理を制御することが
できる。以降、上記１７０から１８６までの処理を繰り返すことで、携帯端末ユーザ１０
は、出力するコンテンツやそのコンテンツの出力先を自由に制御できる。
【００７５】
下記図１０から図２３では、コンテンツ視聴システムが、携帯端末１００と連携動作させ
る連携端末３００を携帯端末ユーザ１０に選択させる機能を提供する場合の構成ならびに
動作フローを示す。
【００７６】
図１０は、携帯端末ユーザ１０が、携帯端末１００の連携先となる連携端末３００を、あ
らかじめ携帯端末１００に登録しておいた連携端末３００のリストから選択することを可
能とした機能構成例である。なお、本例では、前述の図１から図８で説明したコンテンツ
視聴システムへの追加機能に限定して記述している。
携帯端末１００は、連携端末３００を識別するための少なくとも１つの連携端末識別情報
１２２と、連携端末識別情報１２２により識別される連携端末３００と通信を行うために
必要な少なくとも１つの第1のアドレス情報１２３を管理する連携端末情報管理部１１１
と、
連携端末情報管理部１１１が管理する少なくとも１つの連携端末識別情報１２２、あるい
は第1のアドレス情報１２３をユーザに提示し、携帯端末１００と連携動作させる連携端
末３００を選択するよう促すとともに、携帯端末ユーザ１０からの選択内容を受け付ける
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第４のユーザインタフェース部１１２とを具備する。
【００７７】
図１１は、図１０で示した構成の通信路確立機能を具備するコンテンツ視聴システムにお
ける、通信路確立処理（請求項５に対応する）の一例を説明する動作フローの一例である
。
携帯端末ユーザ１０は、第4のユーザインタフェース部１１２へ連携端末３００への接続
を要求し、この要求信号は、携帯端末１００の連携端末情報管理部１１１に通知される（
S１９０）。同要求信号を受領した連携端末情報管理部１１１は、同連携端末情報管理部
１１１が保持する少なくとも１つの連携端末識別情報１２２を検索し、連携端末識別情報
リストを生成する（S１９１）。
連携端末識別情報リストは、第4のユーザインタフェース部１１２に提示される（S１９２
）。第4のユーザインタフェース部１１２は、受領した連携端末識別情報リストの内容に
基づき、携帯端末ユーザ１０へ連携端末選択メニューを提示する（S１９３）。
携帯端末ユーザ１０は、提示された連携端末選択メニューを通じて、接続すべき連携端末
３００を指定する（S１９４）。第4のユーザインタフェース部１１２は、指定された連携
端末に関する連携端末識別情報１２２を連携端末情報管理部１１１へ提示する（S１９５
）。
連携端末情報管理部１１１は、提示された連携端末識別情報１２２に対応する第1のアド
レス情報１２３を検索し（Ｓ１９６）、その結果を第2の通信処理部１０５に提示するこ
とで、連携端末３００の第3の通信処理部３０１との間で通信路を確立することを促す（S
１９７）。
第二の通信処理部は,提示された第１のアドレス情報１に産に基づき,そのアドレス情報１
２３により接続可能な連携端末３００の第3の通信処理部３０１との間で通信路を確立す
る（S１９８）。
【００７８】
図１２は、携帯端末ユーザが、携帯端末１００の連携先となる連携端末３００を、連携の
必要が生じた場合に接続可能な連携端末３００から選択することを可能とした機能構成例
である。なお、本例では、前述の図１から図８で説明したコンテンツ視聴システムへの追
加機能に限定して記述している。この構成例では、図１０の構成例の各機能ブロックの他
に、さらに携帯端末１００において、連携端末３００は、その連携端末３００を識別する
ための連携端末識別情報１２２を備え、連携連端末３００において連携端末１００と通信
を行うために必要な第1のアドレス情報１２３を管理する第1の端末情報管理部３０８を具
備する。
【００７９】
図１３は、図１２で示した構成の通信路確立機能を具備するコンテンツ視聴システムにお
ける、通信路確立処理（請求項６に対応する）の一例を説明する動作フローの一例である
。
携帯端末ユーザ１０は、第4のユーザインタフェース部１１２へ連携端末３００への接続
を要求し、この要求信号は、携帯端末１００の連携端末情報管理部１１１に通知される（
S２００）。
同要求信号を受領した連携端末情報管理部１１１は、携帯端末１００と連携端末３００が
共通に使用可能な同報通信路５３を通じて、少なくとも１つの連携端末３００に、その端
末識別情報１２２ならびにアドレス情報１２３の問い合わせを行う（S２０１）。
問い合わせを受信した連携端末３００の第1の端末情報管理部３０８は、保持している端
末識別情報１２２ならびにアドレス情報１２３を参照し（S２０２）、これらの情報を含
む応答を問い合わせ元の携帯端末１００の連携端末情報管理部１１１に返信する（S２０
３）。
携帯端末１００の連携端末情報管理部１１１は、一定の時間、連携端末３００からの応答
を待ち、問い合わせ処理により取得した少なくとも１つの連携端末３００に関する連携端
末識別情報１２２を元に、連携端末識別情報リストを生成する（S２０４）。



(18) JP 4136330 B2 2008.8.20

10

20

30

40

50

連携端末識別情報リストは、第4のユーザインタフェース部１１２に提示される（S２０５
）。
第4のユーザインタフェース部１１２は、受領した連携端末識別情報リストの内容に基づ
き、携帯端末ユーザ１０へ連携端末選択メニューを提示する（S２０６）。
携帯端末ユーザ１０は、提示された連携端末選択メニューを通じて、接続すべき連携端末
３００を指定する（S２０７）。
第4のユーザインタフェース部１１２は、指定された連携端末３００に関する連携端末識
別情報１２２を連携端末情報管理部１１１へ提示する（S２０８）。連携端末情報管理部
１１１は、提示された連携端末識別情報１２２に対応する第1のアドレス情報１２３を検
索し（２０９）、その結果を第2の通信処理部１０５に提示することで、連携端末３００
の第3の通信処理部３０１との間で通信路を確立することを促す（S２１０）。
第2の通信処理部１０５は、提示された第1のアドレス情報１２３に基づき、そのアドレス
情報１２３により接続可能な連携端末３００の第3の通信処理部３０１との間で通信路を
確立する（S２１１）。
【００８０】
図１４は、携帯端末ユーザ１０が、携帯端末１００の連携先となる連携端末３００を、特
定のコンテンツ処理機能を具備する連携端末３００の中から選択することを可能とした機
能構成例である。なお、本例では、前述の図１から図８で説明したコンテンツ視聴システ
ムへの追加機能に限定して記述している。
本例では、連携端末３００の第1の端末情報管理部３０８が、端末情報管理部３０８が搭
載されている端末が具備するコンテンツ処理部から、携帯端末１００の携帯端末ユーザ１
０に使用を許可するコンテンツ処理部の種別のリスト３２１を管理する。
【００８１】
図１５は、図１４で示した構成の通信路確立機能を具備するコンテンツ視聴システムにお
ける、通信路確立処理（請求項７に対応する）の一例を説明する動作フローの一例である
。携帯端末ユーザ１０は、第4のユーザインタフェース部１１２へ連携端末３００への接
続を要求する（Ｓ２２０）。この要求信号を受領した第4のユーザインタフェース部１１
２は、携帯端末ユーザ１０が連携端末３００上で使用したいコンテンツ処理部の種別を指
定するための入力メニュを提示する（Ｓ２２１）。携帯端末ユーザ１０は、提示された入
力メニューを介して、使用するコンテンツ処理部の種別を指定する（Ｓ２２２）。第4の
ユーザインタフェース部１１２は、携帯端末ユーザ１０が選択したコンテンツ処理部の種
別を含む連携端末接続要求を連携端末情報管理部１１１に通知する（S２２３）。同要求
信号を受領した連携端末情報管理部１１１は、携帯端末１００と連携端末３００が共通に
使用可能な同報通信路を通じて携帯端末ユーザ１０が指定したコンテンツ処理部の種別を
提示することで、少なくとも１つの連携端末３００に、その端末識別情報１２２ならびに
アドレス情報１２３の問い合わせを行う（S２２４）。問い合わせを受信した連携端末３
００の第1の端末情報管理部３０８は、提示されたコンテンツ処理部の種別に該当するコ
ンテンツ処理部を具備していない場合（Ｓ２２５）、処理を終了する（Ｓ２２６）。一方
、提示されたコンテンツ処理部の種別に該当するコンテンツ処理部を具備している場合（
Ｓ２２７）、保持している端末識別情報１２２ならびにアドレス情報１２３を参照し（S
２２８）、これらの情報を含む応答を問い合わせ元の携帯端末１００の連携端末情報管理
部１１１に返信する（S２２９）。携帯端末１００の連携端末情報管理部１１１は,一定の
時間,連携端末３００からの応答を待ち、問い合わせ処理により取得した少なくとも１つ
の連携端末３００に関する連携端末識別情報１２２を元に、連携端末識別情報リストを生
成する（S２３０）。連携端末識別情報リストは、第4のユーザインタフェース部１１２に
提示される（S２３１）。第4のユーザインタフェース部１１２は、受領した連携端末識別
情報リストの内容に基づき、携帯端末ユーザ１０へ連携端末選択メニューを提示する（S
２３２）。携帯端末ユーザ１０は、提示された連携端末選択メニューを通じて、接続すべ
き連携端末３００を指定する（S２３３）。第4のユーザインタフェース部１１２は、指定
された連携端末３００に関する連携端末識別情報１２２を連携端末情報管理部１１１へ提
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示する（S２３４）。連携端末情報管理部１１１は、提示された連携端末識別情報１２２
に対応する第1のアドレス情報１２３を検索し（２３５）その結果を第2の通信処理部１０
５に提示することで、連携端末３００の第3の通信処理部３０１との間で通信路を確立す
ることを促す（S２３６）。第2の通信処理部１０５は、提示された第1のアドレス情報１
２３に基づき、そのアドレス情報１２３により接続可能な連携端末３００の第3の通信処
理部３０１との間で通信路を確立する（S２３７）。
【００８２】
図１６は、携帯端末ユーザ１０が、携帯端末１００の連携先となる連携端末３００を、特
定の所有者あるいは運用者が提供する連携端末３００の中から選択することを可能とした
機能構成例である。なお、本例では、前述の図１から図８で説明したコンテンツ視聴シス
テムへの追加機能に限定して記述している。
本例では、連携端末３００の第1の端末情報管理部３０８が、連携端末３００の所有者あ
るいは運用者を識別するための連携端末提供者識別情報３２２を管理し、
携帯端末１００の連携端末情報管理部１１１が、携帯端末１００と連携可能な連携端末３
００の所有者あるいは運用者を識別するための連携端末提供者識別情報１２４を管理する
。
【００８３】
図１７は、図１６で示した構成の通信路確立機能を具備するコンテンツ視聴システムにお
ける、通信路確立処理（請求項８に対応する）の一例を説明する動作フローの一例である
。
携帯端末ユーザ１０は、第4のユーザインタフェース部１１２へ連携端末３００への接続
を要求し、この要求信号は、携帯端末１００の連携端末情報管理部１１１に通知される（
S２４０）。
同要求信号を受領した連携端末情報管理部１１１は、連携端末提供者識別情報１２４を参
照し（Ｓ２４１）、この連携端末提供者識別情報１２４を携帯端末１００と連携端末３０
０が共通に使用可能な同報通信路５３を通じて提示することで、少なくとも１つの連携端
末３００に、その端末識別情報１２２ならびにアドレス情報１２３の問い合わせを行う（
S２４２）。
問い合わせを受信した連携端末３００の第1の端末情報管理部３０８は、提示された連携
端末提供者識別情報１２４と、その端末情報管理部３０８が保持する連携端末提供者識別
情報３２２が一致しない場合（Ｓ２４３）処理を終了する（Ｓ２４４）。一方、提示され
た連携端末提供者識別情報１２４と、その端末情報管理部３０８が保持する連携端末提供
者識別情報３２２が一致した場合（Ｓ２４５）、保持している端末識別情報１２２ならび
にアドレス情報１２３を参照し（S２４６）、これらの情報を含む応答を問い合わせ元の
携帯端末１００の連携端末情報管理部１１１に返信する（S２４７）。
携帯端末１００の連携端末情報管理部１１１は、一定の時間、連携端末３００からの応答
を待ち、問い合わせ処理により取得した少なくとも１つの連携端末３００に関する連携端
末識別情報１２２を元に、連携端末識別情報リストを生成する（S２４８）。
連携端末識別情報リストは、第4のユーザインタフェース部１１２に提示される（S２４９
）。第4のユーザインタフェース部１１２は、受領した連携端末識別情報リストの内容に
基づき、携帯端末ユーザ１０へ連携端末選択メニューを提示する（S２５０）。
携帯端末ユーザ１０は、提示された連携端末選択メニューを通じて、接続すべき連携端末
３００を指定する（S２５１）。第4のユーザインタフェース部１１２は、指定された連携
端末３００に関する連携端末識別情報１２２を連携端末情報管理部１１１へ提示する（S
２５２）。
連携端末情報管理部１１１は,提示された連携端末識別情報１に荷に対応する第１のアド
レス情報１２３を検索し（２５３）その結果を第2の通信処理部１０５に提示することで
、連携端末３００の第3の通信処理部３０１との間で通信路を確立することを促す（S２５
４）。
第2の通信処理部１０５は、提示された第1のアドレス情報１２３に基づき、そのアドレス
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情報１２３により接続可能な連携端末３００の第3の通信処理部３０１との間で通信路を
確立する（S２５５）。
【００８４】
図１８は、携帯端末１００が最初に取得できた第1のアドレスにより接続できる連携端末
３００との間で通信路の確立（請求項９に対応する）を実行するよう構成された場合の動
作フローの例である。この動作フローは、図１２、図１４、図１６で示した機能構成を具
備するコンテンツ視聴システムにおいて実現することができる。
携帯端末１００は、携帯端末ユーザ１０からの指示により、少なくとも１つの連携端末３
００へその端末識別情報１２２ならびにアドレス情報１２３の問い合わせを行う（S２６
０）。
携帯端末１００の連携端末情報管理部１１１が、いずれの連携端末３００からも応答を受
信していない場合、連携端末情報管理部１１１は応答待ち状態を継続する（S２６１）。
連携端末情報管理部１１１が、いずれかの連携端末３００から応答を受信した場合（S２
６２）、連携端末情報管理部１１１は、受信した第1のアドレス情報１２３を第2の通信処
理部１０５に提示することで、連携端末３００の第3の通信処理部３０１との間で通信路
を確立することを促す（S２６３）。
第2の通信処理部１０５は、提示された第1のアドレス情報１２３に基づき、そのアドレス
情報１２３により接続可能な連携端末３００の第3の通信処理部３０１との間で通信路を
確立する（S２６４）。
【００８５】
図１９は、携帯端末ユーザ１０が、携帯端末１００の連携先となる連携端末３００を、携
帯端末１００の地理的な位置を中心として、ある特定の距離内に存在する連携端末３００
の中から選択することを可能とした機能構成例である。なお、本例では、前述の図１から
図８で説明したコンテンツ視聴システムへの追加機能に限定して記述している。
本例では、携帯端末１００は、その地理的な現在位置１２５を管理する位置情報管理部１
１３を具備するとともに、連携端末情報管理部１１１に検索距離範囲情報１２６を管理す
る。この検索距離範囲情報１２６は携帯端末１００からの地理的な距離である。また、連
携端末３００は、その地理的な現在位置３２２を管理する位置情報管理部３０９を具備す
る。
【００８６】
図２０は、図１９で示した構成の通信路確立機能を具備するコンテンツ視聴システムにお
ける、通信路確立処理（請求項１０に対応する）の一例を説明する動作フローの一例であ
る。携帯端末ユーザ１０は、第4のユーザインタフェース部１１２へ連携端末３００への
接続を要求し、この要求信号は、携帯端末１００の連携端末情報管理部１１１に通知され
る（S２７０）。同要求信号を受領した連携端末情報管理部１１１は、携帯端末１００と
連携端末３００が共通に使用可能な同報通信路５３を通じて、少なくとも１つの連携端末
３００に、その端末識別情報１２２ならびにアドレス情報１２３の問い合わせを行う（S
２７１）。問い合わせを受信した連携端末３００の第1の端末情報管理部３０８は、位置
情報管理部３０９に連携端末３００の地理的な現在位置を問い合わせ（Ｓ２７２）、位置
情報管理部３０９は、第1の端末情報管理部３０８へ保持している現在位置３２３を提示
する（Ｓ２７３）。次に、第1の端末情報管理部３０８は、保持している端末識別情報１
２２ならびにアドレス情報１２３を参照し（S２７４）、端末識別情報１２２ならびにア
ドレス情報１２３、ならびに現在位置３２３を含む応答を問い合わせ元の携帯端末１００
の連携端末情報管理部１１１に返信する（S２７５）。携帯端末１００の連携端末情報管
理部１１１は、一定の時間連携端末３００からの応答を待ち、携帯端末１００の位置情報
管理部１１３へ、携帯端末１００の現在位置を問い合わせる（Ｓ２７６）。位置情報管理
部１１３は、連携端末情報管理部１１１へ保持している現在位置１２５を提示する（Ｓ２
７７）。連携端末情報管理部１１１は、連携端末３００の現在位置３２３と携帯端末１０
０の現在位置１２５の関係から、携帯端末１００の現在位置１２５を中心として、検索距
離範囲情報１２７が示す距離内に存在する連携端末３００の情報のみを抽出した連携端末
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識別情報リストを生成する（S２７８）。連携端末識別情報リストに登録されている連携
端末３００の現在位置３２３と携帯端末１００の現在位置１２５の関係から、携帯端末１
００と連携端末３００の位置関係を表現する情報を生成する（S２７９）。位置関係表現
情報は、第4のユーザインタフェース部１１２に提示される（S２８０）。第4のユーザイ
ンタフェース部１１２は、位置関係表現情報の内容に基づき連携端末選択画面提示を生成
し、携帯端末ユーザ１０へ提示する（S２８１）。携帯端末ユーザ１０は、提示された連
携端末選択メニューを通じて、接続すべき連携端末を指定する（S２８２）。第4のユーザ
インタフェース部１１２は、指定された連携端末３００に関する連携端末識別情報１２２
を連携端末情報管理部１１１へ提示する（S２８３）。連携端末情報管理部１１１は、提
示された連携端末識別情報１２２に対応する第1のアドレス情報１２３を検索し（２８４
）その結果を第2の通信処理部１０５に提示することで、連携端末３００の第3の通信処理
部３０１との間で通信路を確立することを促す（S２８５）。第2の通信処理部１０５は、
提示された第1のアドレス情報１２３に基づき、そのアドレス情報１２３により接続可能
な連携端末３００の第3の通信処理部３０１との間で通信路を確立する（S２８６）。
【００８７】
図２１は、携帯端末ユーザ１０が、携帯端末１００の連携先となる連携端末３００を、携
帯端末１００の地理的な位置を中心として、特定の方角で、特定の距離内に存在する連携
端末３００の中から選択することを可能とした機能構成例である。なお、本例では、前述
の図１から図８で説明したコンテンツ視聴システムへの追加機能に限定して記述している
。
携帯端末１００は、その携帯端末１００の地理的な現在位置１２５を管理する位置情報管
理部１１３と、携帯端末ユーザ１０が認識可能な携帯端末１００の特定の部位が向いてい
る方角情報１２７を自動的に検出するためのセンサー部１１４を具備し、該携帯端末１０
０の連携端末情報管理部１１３が検索距離範囲情報１２６を管理する。連携端末３００は
、その地理的な現在位置３２３を管理する位置情報管理部３０９を具備する。
【００８８】
図２２は、図２１で示した構成の通信路確立機能を具備するコンテンツ視聴システムにお
ける、通信路確立処理（請求項１１に対応する）の一例を説明する動作フローの一例であ
る。携帯端末１００は、携帯端末ユーザ１０からの指示により、少なくとも１つ以上の連
携端末３００へその端末識別情報１２２ならびにアドレス情報１２３の問い合わせを行う
（S２９０）。携帯端末１００の連携端末情報管理部１１１は、一定の時間連携端末３０
０からの応答を待ち、携帯端末１００の位置情報管理部１１３へ、携帯端末１００の現在
位置を問い合わせる（Ｓ２９１）。位置情報管理部１１３は、連携端末情報管理部１１１
へ保持している現在位置１２５を提示する（Ｓ２９２）。携帯端末１００の連携端末情報
管理部１１１は、携帯端末１００のセンサー部１１４へ、携帯端末１００の特定の部位が
向いている方角を問い合わせる（Ｓ２９３）。センサー部１１４は、連携端末情報管理部
１１１へ保持している方角情報１２７を提示する（Ｓ２９４）。連携端末情報管理部１１
１は、連携端末３００の現在位置３２３と携帯端末１００の現在位置１２５、方角情報１
２７の関係から、携帯端末１００の現在位置１２５を中心として、方角情報１２７が示す
方角で、検索距離範囲情報１２６が示す距離内に存在する連携端末３００の情報のみを抽
出した連携端末識別情報リストを生成する（S２９５）。連携端末識別情報リストに登録
されている連携端末３００の現在位置３２３と携帯端末１００の現在位置１２５の関係か
ら、携帯端末１００と連携端末３００の位置関係を表現する情報を生成する（S２９６）
。位置関係表現情報は、第4のユーザインタフェース部１１２に提示される（S２９７）。
第4のユーザインタフェース部１１２は、位置関係表現情報の内容に基づき連携端末選択
画面提示を生成し、携帯端末ユーザ１０へ提示する（S２９８）。携帯端末ユーザ１０は
、提示された連携端末選択メニューを通じて、接続すべき連携端末を指定する（S２９９
）。第4のユーザインタフェース部１１２は、指定された連携端末３００に関する連携端
末識別情報１２２を連携端末情報管理部１１１へ提示する（S３００）。連携端末情報管
理部１１１は、提示された連携端末識別情報１２２に対応する第1のアドレス情報１２３
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を検索し（３０１）、その結果を第2の通信処理部１０５に提示することで、連携端末３
００の第3の通信処理部３０１との間で通信路を確立することを促す（S３０２）。第2の
通信処理部１０５は、提示された第1のアドレス情報１２３に基づき、そのアドレス情報
１２３により接続可能な連携端末３００の第3の通信処理部３０１との間で通信路を確立
する（S３０３）。
【００８９】
図２３は、携帯端末１００が、その携帯端末１００と地理的に最も近い連携端末３００と
の間で通信路の確立（請求項１２に対応する）を実行するよう構成された場合の動作フロ
ーの例である。この動作フローは、図１９、図２１で示した機能構成を具備するコンテン
ツ視聴システムにおいて実現することができる。携帯端末１００は、携帯端末ユーザ１０
からの指示により、少なくとも１つの連携端末３００へその端末識別情報１２２ならびに
アドレス情報１２３の問い合わせを行う（S３１０）。携帯端末１００の連携端末情報管
理部１１１は、一定の時間連携端末３００からの応答を待ち、携帯端末１００の位置情報
管理部１１３へ、携帯端末１００の現在位置を問い合わせる（Ｓ３１１）。位置情報管理
部１１３は、連携端末情報管理部１１１へ保持している現在位置１２５を提示する（Ｓ３
１２）。携帯端末１００がセンサー部１１４を具備している場合、携帯端末１００の連携
端末情報管理部１１１は、携帯端末１００のセンサー部１１４へ、携帯端末１００の特定
の部位が向いている方角を問い合わせてもよい。このとき、センサー部１１４は、連携端
末情報管理部１１１へ保持している方角情報１２７を提示する。連携端末情報管理部１１
１は、連携端末３００の現在位置３２３と携帯端末１００の現在位置１２５の関係から、
携帯端末１００の現在位置１２５を中心として、方角情報１２７が示す方角で、その携帯
端末１００と地理的に最も近い連携端末３００の情報を抽出する（S３１３）。連携端末
情報管理部１１１は、提示された連携端末識別情報１２２に対応する第1のアドレス情報
１２３を検索し（３１４）その結果を第2の通信処理部１０５に提示することで、連携端
末３００の第3の通信処理部３０１との間で通信路を確立することを促す（S３１５）。第
2の通信処理部１０５は、提示された第1のアドレス情報１２３に基づき、そのアドレス情
報１２３により接続可能な連携端末３００の第3の通信処理部３０１との間で通信路を確
立する（S３１６）。
【００９０】
上記の図１０から図２３では、コンテンツ視聴システムが、携帯端末ユーザ１０に連携端
末３００を選択させる機能、あるいはこの選択処理を省略する機能を提供する場合の構成
ならびに動作フローを示したものである。説明においては各選択機能が独立に実装された
場合の例を示しているが、コンテンツ視聴システム内にこれらの選択機能が組み合わせて
実装されてもよい。
【００９１】
下記の図２４から図２８では、コンテンツ視聴システムが、携帯端末１００と連携動作さ
せる連携端末３００の選択処理を、連携端末３００の属性情報を管理するサーバである連
携端末情報管理サーバ４００から提示される情報に基づき実行する機能を提供する場合の
構成ならびに動作フローを示す。
【００９２】
図２４は、携帯端末１００から所望のコンテンツ処理部の種別と現在位置１２５が、連携
端末情報管理サーバ４００へ提示される場合の機能構成例である。なお、本例では、前述
の図１から図８で説明したコンテンツ視聴システムへの追加機能に限定して記述している
。
連携端末３００の所有者あるいは運用者が、少なくとも1つの連携端末３００に関して、
連携端末識別情報１２２ならびに第1のアドレス情報１２３を、少なくとも、連携端末３
００の地理的な現在位置４２０、連携端末３００が具備するコンテンツ処理部の種別リス
ト４２１から構成される連携端末属性と対応付けて管理する第２の端末情報管理部４１０
を具備する連携端末情報管理サーバ４００を用意する。
携帯端末１００は、その地理的な現在位置１２５を管理する位置情報管理部１１３を具備
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し、携帯端末１００の連携端末情報管理部１１１が、連携端末３００の所有者あるいは運
用者が提供する連携端末情報管理サーバ４００の第２の端末情報管理部４１０へ接続する
ための第2のアドレス情報１２８と、連携端末情報管理サーバ４００の第２の端末情報管
理部４１０から提示される連携端末識別情報リスト４２２を管理する。
【００９３】
図２５は、図２４で示した構成の通信路確立機能を具備するコンテンツ視聴システムにお
ける、通信路確立処理（請求項１３に対応する）の一例を説明する動作フローの一例であ
る。携帯端末ユーザ１０は、第4のユーザインタフェース部１１２へ連携端末３００への
接続を要求する（Ｓ３２０）。この要求信号を受領した第4のユーザインタフェース部１
１２は、携帯端末ユーザ１０が連携端末３００上で使用したいコンテンツ処理部の種別を
指定するための入力メニューを提示する（Ｓ３２１）。携帯端末ユーザ１０は、提示され
た入力メニューを介して、使用するコンテンツ処理部の種別を指定する（Ｓ３２２）。第
4のユーザインタフェース部１１２は、携帯端末ユーザ１０が選択したコンテンツ処理部
の種別を含む連携端末接続要求を連携端末情報管理部１１１に通知する（S３２３）。同
要求信号を受領した連携端末情報管理部１１１は、携帯端末１００の位置情報管理部１１
３へ、携帯端末１００の現在位置を問い合わせる（Ｓ３２４）。位置情報管理部１１３は
、連携端末情報管理部１１１へ保持している現在位置１２５を提示する（Ｓ３２５）。連
携端末情報管理部１１１は第2のアドレス情報１２８と検索距離範囲情報１２６を取得す
る（S３２６）。連携端末情報管理部１１１は、連携端末情報管理サーバ４００の第2の端
末情報管理部４１０へ、第4のユーザインタフェース部１１２から提示されたコンテンツ
処理部種別、現在位置１２５、検索距離範囲情報１２６を提示することで、連携端末識別
情報リストの提示を依頼する（S３２７）。連携端末情報管理サーバ４００の第2の端末情
報管理部４１０は、提示されたコンテンツ処理部種別に対応するコンテンツ処理部（図示
せず）を具備し、携帯端末１００の現在位置を中心として、検索範囲指定情報１２６が示
す距離内に存在する連携端末３００の情報のみを抽出し、連携端末識別情報リストを生成
し（S３２８）、要求元の連携端末情報管理部１１１へ返送する（S３２９）。連携端末情
報管理部１１１は、連携端末識別情報リストに登録されている連携端末３００の現在位置
４２０と携帯端末１００の現在位置１２５の関係から、携帯端末１００と連携端末３００
の位置関係を表現する情報（位置関係表現情報３２３）を生成する（S３３０）。位置関
係表現情報３２３は、第4のユーザインタフェース部１１２に提示される（S３３１）。第
4のユーザインタフェース部１１２は、位置関係表現情報３２３の内容に基づき連携端末
選択画面提示を生成し、携帯端末ユーザ１０へ提示する（S３３２）。携帯端末ユーザ１
０は、提示された連携端末選択メニューを通じて、接続すべき連携端末を指定する（S３
３３）。第4のユーザインタフェース部１１２は、指定された連携端末３００に関する連
携端末識別情報１２２を連携端末情報管理部１１１へ提示する（S３３４）。連携端末情
報管理部１１１は、提示された連携端末識別情報１２２に対応する第1のアドレス情報１
２３を検索し（３３５）その結果を第2の通信処理部１０５に提示することで、連携端末
３００の第3の通信処理部３０１との間で通信路を確立することを促す（S３３６）。第2
の通信処理部１０５は、提示された第1のアドレス情報１２３に基づき、そのアドレス情
報１２３により接続可能な連携端末３００の第3の通信処理部３０１との間で通信路を確
立する（S３３７）。
【００９４】
図２６は、携帯端末１００から所望のコンテンツ処理部の種別、現在位置１２５、及び方
角情報１２７が、連携端末情報管理サーバ４００へ提示される場合の機能構成例である。
なお、本例では、前述の図１から図８で説明したコンテンツ視聴システムへの追加機能に
限定して記述している。
連携端末３００の所有者あるいは運用者が、少なくとも1つ以上の連携端末３００に関し
て、連携端末識別情報１２２ならびに第1のアドレス情報１２３を、少なくとも、連携端
末の地理的な現在位置４２０、連携端末が具備するコンテンツ処理部の種別リスト４２１
から構成される連携端末属性と対応付けて管理する第２の端末情報管理部４１０を具備す
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る連携端末情報管理サーバ４００を用意する。
携帯端末１００は、その地理的な現在位置１２５を管理する位置情報管理部１１３と、携
帯端末ユーザ１０が認識可能な携帯端末１００の特定の部位が向いている方角情報１２７
を自動的に検出するためのセンサー部１１４を具備し、携帯端末１００の連携端末情報管
理部１１１が、連携端末３００の所有者あるいは運用者が提供する連携端末情報管理サー
バ４００の第２の端末情報管理部４１０へ接続するための第2のアドレス情報１２８と、
連携端末情報管理サーバ４００の第２の端末情報管理部４１０から提示される連携端末識
別情報リスト４２２を管理する。
【００９５】
図２７は、図２６で示した構成の通信路確立機能を具備するコンテンツ視聴システムにお
ける、通信路確立処理（請求項１４に対応する）の一例を説明する動作フローの一例であ
る。
携帯端末ユーザ１０は、第4のユーザインタフェース部１１２へ連携端末３００への接続
を要求する（Ｓ３４０）。この要求信号を受領した第4のユーザインタフェース部１１２
は、携帯端末ユーザ１０が連携端末３００上で使用したいコンテンツ処理部の種別を指定
するための入力メニューを提示する（Ｓ３４１）。携帯端末ユーザ１０は、提示された入
力メニューを介して、使用するコンテンツ処理部の種別を指定する（Ｓ３４２）。
第4のユーザインタフェース部１１２は、携帯端末ユーザ１０が選択したコンテンツ処理
部の種別を含む連携端末接続要求を連携端末情報管理部１１１に通知する（S３４３）。
同要求信号を受領した連携端末情報管理部１１１は、携帯端末１００の位置情報管理部１
１３へ、携帯端末１００の現在位置を問い合わせる（Ｓ３４４）。位置情報管理部１１３
は、連携端末情報管理部１１１へ保持している現在位置１２５を提示する（Ｓ３４５）。
連携端末情報管理部１１１は、携帯端末１００のセンサー部１１４へ、携帯端末１００の
特定の部位が向いている方角現を問い合わせる（Ｓ３４６）。センサー部１１４は、連携
端末情報管理部１１１へ保持している方角情報１２７を提示する（Ｓ３４７）。
連携端末情報管理部１１１は第2のアドレス情報１２８と検索距離範囲情報１２６を取得
する（S３４８）。連携端末情報管理部１１１は、連携端末情報管理サーバ４００の第2の
端末情報管理部４１０へ、第4のユーザインタフェース部１１２から提示されたコンテン
ツ処理部種別、現在位置１２５、検索距離範囲情報１２６、方角情報１２７を提示するこ
とで、連携端末識別情報リストの提示を依頼する（S３４９）。
連携端末情報管理サーバ４００の第2の端末情報管理部４１０は、提示されたコンテンツ
処理部種別に対応するコンテンツ処理部を具備し、携帯端末１００の現在位置を中心とし
て、特定の方角で、検索範囲指定情報が示す距離内に存在する連携端末３００の情報のみ
を抽出し、連携端末識別情報リストを生成し（S３５０）、要求元の連携端末情報管理部
１１１へ返送する（S３５１）。
連携端末情報管理部１１１は、連携端末識別情報リストに登録されている連携端末３００
の現在位置３２３と携帯端末１００の現在位置１２５の関係から、携帯端末１００と連携
端末３００の位置関係を表現する情報（位置関係表現情報３２３）を生成する（S３５２
）。位置関係表現情報３２３は、第4のユーザインタフェース部１１２に提示される（S３
５３）。
第4のユーザインタフェース部１１２は、位置関係表現情報３２３の内容に基づき連携端
末選択画面提示を生成し、携帯端末ユーザ１０へ提示する（S３５４）。
携帯端末ユーザ１０は、提示された連携端末選択メニューを通じて、接続すべき連携端末
を指定する（S３５５）。
第4のユーザインタフェース部１１２は、指定された連携端末３００に関する連携端末識
別情報１２２を連携端末情報管理部１１１へ提示する（S３３６）。連携端末情報管理部
１１１は、提示された連携端末識別情報１２２に対応する第1のアドレス情報１２３を検
索し（３５７）、その結果を第2の通信処理部１０５に提示することで、連携端末３００
の第3の通信処理部３０１との間で通信路を確立することを促す（S３５８）。
第2の通信処理部１０５は、提示された第1のアドレス情報１２３に基づき、そのアドレス
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情報１２３により接続可能な連携端末３００の第3の通信処理部３０１との間で通信路を
確立する（S３５９）。
【００９６】
図２８は、連携端末情報管理サーバ４００が携帯端末１００へ提供する唯一の第1のアド
レス情報１２３により接続できる連携端末３００との間で通信路の確立（請求項１５に対
応する）を実行するように構成された場合の動作フローの例である。この動作フローは、
図２４、図２６で示した機能構成を具備するコンテンツ視聴システムにおいて実現するこ
とができる。
携帯端末ユーザ１０は、第4のユーザインタフェース部１１２へ連携端末３００への接続
を要求する（Ｓ３６０）。この要求信号を受領した第4のユーザインタフェース部１１２
は、携帯端末ユーザ１０が連携端末３００上で使用したいコンテンツ処理部の種別を指定
するための入力メニューを提示する（Ｓ３６１）。携帯端末ユーザ１０は、提示された入
力メニューを介して、使用するコンテンツ処理部の種別を指定する（Ｓ３６２）。
第4のユーザインタフェース部１１２は、携帯端末ユーザ１０が選択したコンテンツ処理
部の種別を含む連携端末接続要求を連携端末情報管理部１１１に通知する（S３６３）。
同要求信号を受領した連携端末情報管理部１１１は、携帯端末１００の位置情報管理部１
１３へ、携帯端末１００の現在位置を問い合わせる（Ｓ３６４）。位置情報管理部１１３
は、連携端末情報管理部１１１へ保持している現在位置１２５を提示する（Ｓ３６５）。
携帯端末１００がセンサー部１１４を具備する場合には、連携端末情報管理部１１１は、
携帯端末１００のセンサー部１１４へ、携帯端末１００の特定の部位が向いている方角を
問い合わせてもよい（Ｓ３６６）。このとき、センサー部１１４は、連携端末情報管理部
１１１へ保持している方角情報１２７を提示する（Ｓ３６７）。
連携端末情報管理部１１１は第2のアドレス情報１２８と検索距離範囲情報１２６を取得
する（S３６８）。連携端末情報管理部１１１は、連携端末情報管理サーバ４００の第2の
端末情報管理部４１０へ、第4のユーザインタフェース部１１２から提示されたコンテン
ツ処理部種別、現在位置１２５、検索距離範囲情報１２６、方角情報１２７を提示するこ
とで、連携端末識別情報リストの提示を依頼する（S３６９）。
連携端末情報管理サーバ４００の第2の端末情報管理部４１０は、提示されたコンテンツ
処理部種別に対応するコンテンツ処理部を具備し、携帯端末１００の現在位置中心として
、特定の方角で、地理的に最も近い位置に存在する連携端末識別情報と第1のアドレス情
報１２３を取得（S３７０）し、要求元の連携端末情報管理部１１１へ返送する（S３７１
）。第2の端末情報管理部４１０に方角情報１２７が提示された場合には、連携端末３０
０の検索範囲を指定された方角に限定してもよい。
連携端末情報管理部１１１は、受領した第1のアドレス情報を第2の通信処理部１０５に提
示することで、連携端末３００の第3の通信処理部３０１との間で通信路を確立すること
を促す（S３７２）。
第2の通信処理１０５部は、提示された第1のアドレス情報１２３に基づき、そのアドレス
情報１２３により接続可能な連携端末３００の第3の通信処理部３０１との間で通信路を
確立する（S３７３）。
【００９７】
図２９から図３１は、設置されている様々な場所に設置された連携端末３００を利用する
ことにより、コンテンツの閲覧、視聴作業を継続・再開する処理に関する動作フローの一
例である。
図２９は、連携動作のため携帯端末１００と連携端末３００間で確立されていた通信路を
解放した場合に、携帯端末１００上でコンテンツ視聴作業を継続する場合の制御（請求項
１６に対応する）動作フローの一例である。
携帯端末ユーザ１０は、携帯端末１００と第1の連携端末３００ａを利用してコンテンツ
の視聴、閲覧作業を行う（S３８０）。
携帯端末ユーザ１０からの指示により（S３８１）、第2の通信処理部１０５が第1の連携
端末３００ａの第3の通信処理部３０１との間で確立されている通信路を解放する（S３８
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２）。尚、該通信路が解放された場合においても、携帯端末ユーザ１０は、携帯端末１０
０のコンテンツ処理部１０１を利用してコンテンツの視聴、閲覧作業を継続して行う（S
３８３）。
携帯端末ユーザ１０からの指示により（S３８４）、第2の通信処理部１０５が、第2の連
携端末３００ｂの第3の通信処理部３０１との間に通信路を確立する（S３８５）。
携帯端末ユーザ１０が、携帯端末１００と第2の連携端末３００ｂを利用して、コンテン
ツの視聴、閲覧作業を実行する（S３８９）。
【００９８】
図３０は、連携動作のため携帯端末１００と連携端末３００間で確立されていた通信路を
解放した場合に、携帯端末１００が連携端末３００から取得した第2のコンテンツ識別情
報３２０を記録する場合の制御（請求項１７に対応する）動作フローの一例である。
携帯端末ユーザ１０が携帯端末１００と第1の連携端末３００ａを利用してコンテンツの
視聴、閲覧作業を行う（S３９０）。
同コンテンツ視聴、閲覧作業の任意の段階で、携帯端末ユーザ１０からの指示により携帯
端末１００のコンテンツ処理制御部１０９が指定された第2のコンテンツ識別情報３２０
が第１の連携端末３００のコンテンツ識別情報取得部３０７から通知され（S３９１）、
携帯端末１００のコンテンツ処理制御部１０９が、通知された第2のコンテンツ識別情報
３２０を保持する（S３９２）。
携帯端末ユーザ１０からの指示により（S３９３）、第2の通信処理部１０５が第1の連携
端末３００ａの第3の通信処理部３０１との間で確立されている通信路を解放する（S３９
４）。尚、新しい連携端末３００と通信路が確立されるまでの間、携帯端末ユーザは携帯
端末１００上でのコンテンツ視聴、閲覧作業を行わなくてもよい。
携帯端末ユーザ１０からの指示により（S３９５）、第2の通信処理部１０５が第2の連携
端末３００ｂの第3の通信処理部３０１との間に通信路を確立する（S３９６）。
携帯端末ユーザ１０からの指示により（S３９７）、携帯端末１００のコンテンツ識別情
報取得部１０４が、携帯端末１００上のコンテンツ処理制御部１０９から、保持している
第2のコンテンツ識別情報３２０を第1のコンテンツ識別情報１２０として取得する（S３
９８）。
携帯端末１００のコンテンツ識別情報取得部１０４が、第1のコンテンツ識別情報１２０
を第2の連携端末３００ｂの第1のコンテンツ処理制御部３０２へ通知する（S３９９）。
その第1のコンテンツ処理制御部３０２は、取得した第1のコンテンツ識別情報１２０をコ
ンテンツ処理部３０３へ提示する（S４００）。
そのコンテンツ処理部３０３は、提示された第1のコンテンツ識別情報１２０に対応する
コンテンツファイル２１０をサーバ２００から取得し、その処理結果を第2の連携端末３
００ｂの出力部３０５に出力する（S４０１）。
以降、携帯端末ユーザは、携帯端末１００と第2の連携端末３００ｂを利用して、コンテ
ンツの閲覧、視聴作業を継続する（S４０２）。
【００９９】
図３１は、連携動作のため携帯端末１００と連携端末３００間で確立されていた通信路を
解放した場合に、携帯端末１００が連携端末３００から取得した第2のコンテンツ識別情
報３２０を記録し、記録したコンテンツ識別情報３２０に対応するコンテンツの携帯端末
上での出力を制限する場合の制御（請求項１８に対応する）動作フローの一例である。携
帯端末ユーザ１０が携帯端末１００と第1の連携端末３００ａを利用してコンテンツの視
聴、閲覧作業を行う（S４１０）。同コンテンツ視聴、閲覧作業の任意の段階で、携帯端
末ユーザ１０からの指示により携帯端末１００のコンテンツ処理制御部１０９が指定され
た第2のコンテンツ識別情報３２０が第1の連携端末３００ａのコンテンツ識別情報取得部
３０７から通知され（S４１１）、携帯端末１００のコンテンツ処理制御部１０９が、通
知された第2のコンテンツ識別情報３２０を保持する（S４１２）。携帯端末ユーザ１０か
らの指示により（S４１３）、第2の通信処理部１０５が第1の連携端末３００ａの第3の通
信処理部３０１との間で確立されている通信路を解放する（S４１４）。尚、新しい連携
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端末３００と通信路が確立されるまでの間、携帯端末ユーザ１０は携帯端末１００上での
コンテンツ視聴、閲覧作業を行わなくてもよい。携帯端末ユーザ１０の指示により、携帯
端末１００のコンテンツ処理部１０１が、コンテンツ処理制御部１０９に保持している第
2のコンテンツ識別情報３２０の提示を要求した場合（S４１５）、コンテンツ処理制御部
１０９は視聴規制情報３２４により、その提示要求を拒否する（S４１６）。携帯端末ユ
ーザ１０からの指示により（S４１７）、第2の通信処理部１０５が第2の連携端末３００
ｂの第3の通信処理部３０１との間に通信路を確立する（S４１８）。携帯端末ユーザ１０
からの指示により（S４１９）、携帯端末１００のコンテンツ識別情報取得部１０４が、
携帯端末１００上のコンテンツ処理制御部１０９から、保持している第2のコンテンツ識
別情報３２０を第1のコンテンツ識別情報１２０として取得する（S４２０）。携帯端末１
００のコンテンツ識別情報取得部１０４が、第1のコンテンツ識別情報１２０を第2の連携
端末３００ｂの第1のコンテンツ処理制御部３０２へ通知する（S４２１）。その第1のコ
ンテンツ処理制御部３０２は、取得した第1のコンテンツ識別情報１２０をコンテンツ処
理部３０３へ提示する（S４２２）。そのコンテンツ処理部３０３は、提示された第1のコ
ンテンツ識別情報１２０に対応するコンテンツファイル２１０をサーバ２００から取得し
、その処理結果を第2の連携端末３００ｂの出力部３０５に出力する（S４２３）。以降、
携帯端末ユーザ１０は、携帯端末１００と第2の連携端末３００ｂとを利用して、コンテ
ンツの閲覧、視聴作業を継続する（S４２４）
【０１００】
下記図３２から図３４では、携帯端末１００が、連携端末３００のコンテンツ処理部３０
３の連携動作を実現する機能群を、連携端末３００から取得することを可能としたコンテ
ンツ視聴システムの構成ならびに動作フロー（請求項１９に対応する）を示す。
【０１０１】
図３２は、携帯端末１００のと連携端末３００との間で通信路が確立された直後に、連携
動作を実現する機能群を携帯端末１００が取得する場合の機能構成例である。なお、本例
では、前述の図１から図２８で説明したコンテンツ視聴システムへの追加機能に限定して
記述している。連携端末３００は、その連携端末３００が携帯端末１００に提供する連携
処理を実現するために必要なプログラムファイルの識別情報が記述されたサービス定義フ
ァイル３２５と、連携端末３００と連携動作を可能とするために必要となる、第1のユー
ザインタフェース部プログラムファイル３２６とコンテンツ識別情報取得部プログラムフ
ァイル３２７、あるいは第2のユーザインタフェース部プログラムファイル３２８と制御
情報生成部プログラムファイル３２９とコンテンツ処理制御部プログラムファイル３３０
、あるいは第3のインタフェース部プログラムファイル３３１を保持、管理するプログラ
ムファイルサーバ部３１０を具備する。携帯端末１００は、連携端末３００のからプログ
ラムファイルサーバ部３１０から取得したプログラムファイルの実行管理を行うプログラ
ム実行管理部を具備する。
【０１０２】
図３３は、図３２で示した構成を具備するコンテンツ視聴システムにおいて、携帯端末１
００がサービス定義ファイル３２５に記述された全てのファイルを自動的に取得する場合
の動作フローの一例である。
本例では、サービス定義ファイル３２５内に、少なくとも、
（１）第1のユーザインタフェース部プログラムファイル３２６の所在情報
（２）コンテンツ識別情報取得部プログラムファイル３２７の所在情報
（３）第2のユーザインタフェース部プログラムファイル３２８の所在情報
（４）制御情報生成部プログラムファイル３２９の所在情報
（５）コンテンツ処理制御部プログラムファイル３３０の所在情報
（６）第3のインタフェース部プログラムファイル３３１の所在情報が記述されている場
合を示している。
携帯端末ユーザ１０は、連携端末３００が提供するサービスの利用を、携帯端末１００の
プログラム実行管理部１１５に通知する（S４３１）。
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同要求を受領したプログラム実行管理部１１５は、連携端末３００のプログラムファイル
サーバ３１０に、サービス定義ファイル３２５を要求し（S４３２）、プログラムファイ
ルサーバ３１０は、要求元のプログラム実行管理部１１５へ、サービス定義ファイル３２
５を提示する（S４３３）。
プログラム実行管理部１１５は、取得したサービス定義ファイル３２５の内容を解析し（
S４３４）、その内容に基づき、プログラムファイルを取得する（S４３５）。プログラム
実行管理部１１５は、取得したプログラムファイルを実行可能な状態にロードし（S４３
６）、準備が完了した段階で、サービス利用開始を携帯ユーザに通知する（S４３７）。
この段階で、携帯端末ユーザ１０は、携帯端末１００から連携端末３００の機能を利用し
たコンテンツ閲覧・視聴作業を開始できる（S４３８）。
【０１０３】
図３４は、図３２で示した構成を具備するコンテンツ視聴システムにおいて、携帯端末１
００が、そのユーザから指定されたサービスに関するファイルのみを取得するように制御
された場合の動作フローの一例である。本例では、サービス定義ファイル３２５内に、少
なくとも、（１）第1のユーザインタフェース部プログラムファイル３２６の所在情報（
２）コンテンツ識別情報取得部プログラムファイル３２７の所在情報（３）第2のユーザ
インタフェース部プログラムファイル３２８の所在情報（４）制御情報生成部プログラム
ファイル３２９の所在情報（５）コンテンツ処理制御部プログラムファイル３３０の所在
情報（６）第3のインタフェース部プログラムファイル３３１の所在情報が記述されてお
り、携帯端末ユーザ１０がそれら全てのプログラムファイルを使用することを指定した場
合を示している。携帯端末ユーザ１０は、連携端末３００が提供するサービスの利用を、
携帯端末１００のプログラム実行管理部１１５に通知する（S４４１）。同要求を受領し
たプログラム実行管理部１１５は、連携端末３００のプログラムファイルサーバ３１０に
、サービス定義ファイル３２５を要求し（S４４２）、プログラムファイルサーバ３１０
は、要求元のプログラム実行管理部１１５へ、サービス定義ファイル３２５を提示する（
S４４３）。プログラム実行管理部１１５は、取得したサービス定義ファイル３２５の内
容を解析し（S４４４）、その内容に基づき、サービス選択メニューを携帯端末ユーザ１
０に提示する（S４４５）。携帯端末ユーザ１０は、提示されたサービス選択メニューを
通じて、接続すべき連携端末を指定する（S４４６）。携帯端末ユーザ１０からの指定内
容を受領したプログラム実行管理部１１５は、指定されたプログラムファイルを連携端末
３００のプログラムファイルサーバ３１０から取得する（S４４７）。プログラム実行管
理部１１５は、取得したプログラムファイルを実行可能な状態にロードし（S４４８）、
準備が完了した段階で、サービス利用開始を携帯ユーザ１０に通知する（S４４９）。こ
の段階で、携帯端末ユーザ１０は、携帯端末１００から連携端末３００の機能を利用した
コンテンツ閲覧・視聴作業を開始することができる（S４５０）。
【０１０４】
尚、上記図３３、図３４で示した例において、サービス定義ファイル３２５への登録する
プログラムファイルの種類や数は、連携端末３００の提供者が自由に設定することができ
る。
【０１０５】
以下図３５から図３８では、ネットワーク上を流通可能な論理的な通貨を利用し、適正な
価値の論理通貨が支払われることにより連携端末３００の利用を許容するような、コンテ
ンツ視聴システムの例を示す。
【０１０６】
図３５は、携帯端末１００と連携端末３００のそれぞれが論理通貨の授受に関わる機能を
具備する場合の構成例である。
少なくとも、決済者の識別情報を付加した、ネットワーク上で流通可能な電子的な論理通
貨５２０を発行するとともに、該論理通貨の利用状況に関わる情報を収集、管理する決済
サーバ５００がインターネット、あるいはイントラネット上に用意される。
また、携帯端末１００は、決済サーバ５００からの論理通貨５２０の取得と取得した論理
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通貨の使用状況を管理する第1の論理通貨管理部１１６と、連携端末３００のからプログ
ラムファイルサーバ部３１０から取得したプログラムファイルの実行管理を行うプログラ
ム実行管理部１１５を具備する。
連携端末３００は、プログラムファイルを保持しその配信管理を行うプログラムファイル
サーバ部３１０と、連携端末３００が提供可能なプログラムファイルの第１のプログラム
ファイル名３３２に対応付けて第１の価値情報３３３を管理するとともに、携帯端末１０
０からの論理通貨５２０を取得し、取得した論理通貨に対して電子的な領収情報データ３
３４を生成する第２の論理通貨管理部３１１を具備する。
５０は,論理通貨５２０を発行する論理通貨発行者である。
【０１０７】
図３６は、携帯端末１００と連携端末３００のそれぞれが論理通貨の授受に関わる機能を
具備する場合の動作フロー（請求項２０に対応する）の一例である。連携端末３００の所
有者あるいは運用者は、連携端末３００の第２の論理通貨管理部３１１に、連携端末３０
０が提供可能な第1のプログラムファイル名３３２と、その第1の価値情報３３３を登録す
る（S４６０）。論理通貨の発行者３０は、決済サーバ５００に、携帯端末ユーザ１０の
識別情報１３０毎に提供可能な第２の価値情報５２１に相当する論理通貨５２０を登録す
る（S４６１）。携帯端末ユーザ１０の指示により、携帯端末１００の第1の論理通貨管理
部１１６は、第1の通信処理部１０２を介して、決済サーバ５００に携帯端末ユーザ１０
の識別情報１３０を提示し、第３の価値情報１２９を有する論理通貨５２０の取得を要求
する（S４６２）。決済サーバ５００は、第３の価値情報１２９に相当する論理通貨５２
０を発行する。このとき、決済サーバ５００は、第２の価値情報５２１から携帯端末１０
０が取得した論理通貨５２０の第３の価値情報１２９を減算した値を、新しい第２の価値
情報５２１として保持する（S４６３）。決済サーバ５００が発行した論理通貨５２０を
受領した第1の論理通貨管理部１１６は（S４６４）、その論理通貨５２０を保持する（S
４６５）。携帯端末ユーザ１０がサービス選択処理によって選択処理した（S４６６）内
容に基づき、携帯端末１００のプログラム実行管理部１１５が、携帯端末１００の第1の
論理通貨管理部１１６へ使用する第1のプログラムファイル名３３２を通知し、第1の論理
通貨管理部１１６は、通知された第1のプログラムファイル名３３２を連携端末３００の
第２の論理通貨管理部３１１へ通知する（S４６７）。第２の論理通貨管理部３１１が、
通知された第1のプログラムファイル名３３２からその取得のために必要な第1の価値情報
３３３を携帯端末１００の第1の論理通貨管理部１１６に提示する（S４６８）。第１の論
理通貨管理部１１６は、通知された第1の価値情報３３３に相当する論理通貨５２０を第
２の論理通貨管理部３１１へ転送するとともに（S４６９）、第１の論理通貨管理部１１
６は保持していた論理通貨５２０の第３の価値情報１２９から転送した論理通貨５２０の
第１の価値情報３３３を減算した値を、新しい第３の価値情報１２９として保持する（S
４７０）。第２の論理通貨管理部３１１は、転送された論理通貨５２０の第１の価値情報
３３３を確認し、連携端末３００のプログラムファイルサーバ部３１０に、論理通貨５２
０の転送元の携帯端末１００によるプログラムファイルの取得の可否を設定する（S４７
１）。第２の論理通貨管理部３１１は、取得した論理通貨５２０の受領に関して第1の領
収情報データ３３４を生成し（S４７２）、論理通貨５２０の取得元である携帯端末１０
０の第1の論理通貨管理部１１６へ転送する（S４７３）。第1の領収情報データ３３４に
は、取得した論理通貨に対して、少なくとも論理通貨の使用者である携帯端末ユーザ識別
情報、取得するプログラムファイル名、論理通貨の受領日時情報、受領した論理通貨の価
値情報、該連携端末の所有者あるいは運用者の識別情報が記録される。第1の領収情報デ
ータ３３４を取得した第1の論理通貨管理部１１６は、該携帯端末１００のプログラム実
行管理部１１５へ、プログラムファイルの取得を促し（S４７４）、プログラム実行管理
部１１５は、連携端末３００のプログラムファイルサーバ部３１０へプログラムファイル
の取得を要求する（S４７５）。プログラムファイルサーバ部３１０は、要求されたプロ
グラムファイルの取得可否状態を確認し（S４７６）、その状態が可である場合にプログ
ラムファイルを転送する（S４７７）。プログラム実行管理部１１５は、取得したプログ
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ラムファイルをロードし、連携端末のサービスを利用可能な状態にする（S４７８）。第
２の論理通貨管理部３１１は、決済サーバ５００へ、受領した第1の価値情報３３３の論
理通貨５２０と発行した領収情報データ３３４を提示し（S４７９）、決済者（論理通貨
発行者３０）は、提示された論理通貨５２０と領収情報データ３３４の内容に基づき、連
携端末３００の所有者あるいは運用者に対して清算を行う（S４８０）。また、決済者は
、携帯端末ユーザ１０毎に記録された論理通貨５２０の取得状況に基づき、携帯端末ユー
ザ１０から使用した論理通貨５２０に相当する額の清算を行う（S４８１）。
【０１０８】
図３７は、携帯端末１００と連携端末情報管理サーバ４００のそれぞれが論理通貨の授受
に関わる機能を具備する場合の構成例である。少なくとも、決済者の識別情報を付加した
、ネットワーク上で流通可能な電子的な論理通貨５２０を発行するとともに、該論理通貨
の利用状況に関わる情報を収集、管理する決済サーバ５００がインターネット、あるいは
イントラネット上に用意される。また、携帯端末１００は、携帯端末ユーザ１０に関する
携帯端末ユーザ１０の識別情報１３０を保持するとともに、決済サーバ５００からの論理
通貨５２０の取得と取得した論理通貨の使用状況を管理する第1の論理通貨管理部１１６
と、連携端末３００のプログラムファイルサーバ部３１０から取得したプログラムファイ
ルの実行管理を行うプログラム実行管理部１１５を具備する。連携端末情報管理サーバ４
００は、少なくとも、携帯端末１００から通知された携帯端末ユーザの識別情報１３０に
関連付けてプログラムファイルの利用可否情報４２２を管理する第２の端末情報管理部４
１０と、連携端末情報管理サーバ４００が提供可能なプログラムファイルの第２のプログ
ラムファイル名４２３に対応付けて第４の価値情報４２４を管理するとともに、論理通貨
の受領に対して電子的な第２の領収情報データ４２５を生成する第３の論理通貨管理部４
１１とを具備ししている。連携端末３００は、少なくとも、プログラムファイルを保持し
、その配信管理を行うプログラムファイルサーバ部３１０と、携帯端末１００からの論理
通貨５２０を取得し、取得した論理通貨に対して電子的な領収書情報データ３３４を生成
する第２の論理通貨管理部３１１とを具備する。
【０１０９】
図３８は、図３７に示す携帯端末１００と連携端末情報管理サーバ４００のそれぞれが、
論理通貨の授受に関わる機能を具備する場合（請求項２１に対応する）の動作フローの一
例である。連携端末３００の所有者あるいは運用者は、連携端末情報管理サーバ４００の
第２の端末情報管理部４１０に、連携端末３００が提供可能な第２のプログラムファイル
名４２３と、その第４の価値情報４２４を登録する（S４９０）。論理通貨の発行者３０
は、決済サーバ５００に、携帯端末ユーザ１０の識別情報１３０毎に提供可能な第２の価
値情報５２１に相当する論理通貨５２０を登録する（S４９１）。携帯端末ユーザ１０の
指示により、携帯端末１００の第1の論理通貨管理部１１６は、第1の通信処理部１０２を
介して、決済サーバ５００に、第３の価値情報１２９を有する論理通貨５２０の取得を要
求する（S４９２）。決済サーバ５００は、第３の価値情報１２９に相当する論理通貨５
２０を発行する。このとき、決済サーバ５００は、第２の価値情報５２１から携帯端末１
００が取得した論理通貨５２０の第３の価値情報１２９を減算した値を新たな第２の価値
情報５２１として保持する（S４９３）。第２の価値情報５２１に対応する論理通貨５２
０は,決済サーバ５００から形態端末１００の第１の論理通過管理部１１６へ転送される
（S４９４）。決済サーバ５００が発行した論理通貨５２０を受領した第1の論理通貨管理
部１１６は、その論理通貨５２０を保持する（S４９５）。携帯端末ユーザ１０の指示に
より、連携端末情報管理部１１１は、連携端末情報管理サーバ４００の第２の端末情報管
理部４１０から、携帯端末ユーザ１０が利用可能なプログラムファイル名を記述した、プ
ログラムファイル名リストを取得する（Ｓ４９６、Ｓ４９７）。プログラムファイル名リ
ストを受領した連携端末情報管理部１１１は、入出力部１０６を介して、携帯端末ユーザ
１０に、使用するプログラムファイルの選択を促す（Ｓ４９８）。携帯端末ユーザ１０が
サービス選択処理によって選択した内容に基づき（S４９８）、携帯端末１００のプログ
ラム実行管理部１１５が、携帯端末１００の第1の論理通貨管理部１１６へ使用する第２
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のプログラムファイル名４２２を通知し、第1の論理通貨管理部１１６は、通知された第
２のプログラムファイル名４２２と第1の携帯端末ユーザ識別情報１３０を連携端末管理
情報サーバ４００の第３の論理通貨管理部４１１へ通知する（S４９９）。第３の論理通
貨管理部４１１は、通知された第２のプログラムファイル名４２２からその取得のために
必要な第４の価値情報４２３を携帯端末１００の第1の論理通貨管理部１１６に提示する
（S５００）。第１の論理通貨管理部１１６は、提示された第４の価値情報４２３に相当
する論理通貨５２０を第３の論理通貨管理部４１１へ転送するとともに（S５０１）、第
１の論理通貨管理部１１６は保持していた論理通貨５２０の第３の価値情報１２９から転
送した論理通貨５２０の第４の価値情報４２３を減算した値を、新しい第３の価値情報１
２９として保持する（S５０２）。第３の論理通貨管理部４１１が、受領した論理通貨５
２０を確認し、連携端末情報管理サーバ４００の第２の端末情報管理部４１０に、論理通
貨５２０の転送元携帯端末ユーザに関するプログラムファイル利用可否情報４２２を設定
する（S５０３）。携帯端末１００のプログラム実行管理部１１５は、携帯端末ユーザ１
０からの指示に基づき、連携端末３００のプログラムファイルサーバ３１０へ、少なくと
も該携帯端末ユーザ１０の識別情報を提示することでプログラムファイルの取得を要求す
る（Ｓ５０４）。連携端末３００のプログラムファイルサーバ３１０は、携帯端末１００
から提示された該携帯端末ユーザ１０の識別情報を提示することにより、連携端末情報管
理サーバ４００の第２の端末情報管理部４１０に対して、該携帯端末１００によるプログ
ラムファイル取得の可否の判断を依頼する（Ｓ５０５）。連携端末情報管理サーバ４００
の第２の端末情報管理部４１０は、受信した携帯端末ユーザ１０の識別情報に基づき、携
帯端末１００が取得可能なプログラムファイルを決定し、そのプログラムファイル名のリ
ストを生成するとともに、受信した携帯端末ユーザ１０の識別情報を提示することで該携
帯端末情報管理サーバ４００の第３の論理通貨管理部４１１から、プログラムファイルを
取得する携帯端末１００に対する電子的な領収情報データ４２５を取得する（Ｓ５０６）
。第2の端末情報管理部４１０は、プログラムファイル名リストと領収情報データ４２５
を連携端末３００のプログラムファイルサーバ３１０へ転送する（Ｓ５０７）。連携端末
３００のプログラムファイルサーバ３１０は、プログラムファイル名リストにより指定さ
れたプログラムファイルと領収情報データを携帯端末１００のプログラム実行管理部１１
５へ転送する（Ｓ５０８）。プログラム実行管理部１１５は、取得したプログラムファイ
ルをロードし、連携端末のサービスを利用可能な状態にする（S５０９）。第３の論理通
貨管理部４１１は、決済サーバ５００へ、受領した第４の価値情報４２４の論理通貨５２
０と発行した領収情報データ４２５を提示し（S５１０）、決済者は、提示された論理通
貨５２０と領収情報データ４２５の内容に基づき、連携端末３００の所有者あるいは運用
者に対して清算を行う（S５１１）。また、決済者は、携帯端末ユーザ１０毎に記録され
た論理通貨５２０の取得状況に基づき、携帯端末ユーザ１０から使用した論理通貨に相当
する額の清算を行う（S５１２）。
【０１１０】
図３９は、携帯端末ユーザ１０が連携端末３００上で実行する作業の選択状況や実行状態
を携帯端末１００上で管理する形態をとった場合の構成例である。該システムを構成する
携帯端末１００は、少なくとも、コンテンツ処理部１０１、第1の通信処理部１０２、第2
の通信処理部１０５、入出力部１０６、第2のユーザインタフェース部１０７、制御情報
生成部１０８、コンテンツ処理制御部１０９を具備する。連携端末３００は、少なくとも
、第3の通信処理部３０１、コンテンツ処理部３０３、第4の通信処理部３０４、出力部３
０５、第2のコンテンツ処理制御部３０６、コンテンツ識別情報取得部３０７に加え、携
帯端末ユーザ１０に、連携端末３００上で実行する作業の選択状況や実行状態を提示する
ための操作状況提示部３１２を具備するとともに、第2のコンテンツ処理制御部３０６は
、携帯端末１００から通知される入力イベントに応じて、携帯端末ユーザ１０に提供でき
る作業の遷移状態を規定する操作遷移状態定義情報３３５を管理する。
【０１１１】
図４０は、図３９で示した構成のコンテンツ視聴システム（請求項２２に対応する）の動
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作フローである。携帯端末ユーザ１０は携帯端末１００上の第2のユーザインタフェース
部１０７を介して入力処理を行う（S５２０）。入力イベントは制御情報生成部１０８に
通知され、その内容が携帯側端末通信処理部１０５を介して連携端末３００の操作状況提
示部３１２へ通知される（S５２１）。操作状況提示部３１２は、通知内容が選択状況の
変更を指示する内容であった場合、操作遷移状態定義情報３３４を参照し（５２２）、取
得した入力イベント内容と現在の操作状況提示部３１２での提示内容の対応関係を解析し
、操作遷移状態定義情報３３４に基づき操作状況提示部３１２上での提示内容を更新する
（S５２３）。一方、通知された入力イベントの内容が実行状態の変更を指示する内容で
あった場合（S５２４～S５２５）、操作状況提示部３１２は、取得した入力イベント内容
と現在の操作状況提示部３１２での提示内容に基づき、操作状況提示部３１２上での提示
内容を更新する（S５２６）。また、操作状況提示部３１２は、携帯端末１００の制御情
報生成部１０８が実行する処理内容を決定し（S５２７）、その決定結果を制御情報生成
部１０８へ通知する（S５２８）。携帯端末１００の制御情報生成部１０８は、通知され
た決定結果に基づき、対応する制御情報を生成し（S５２９）、その制御情報を連携端末
３００の第2のコンテンツ処理部３０６へ通知する（S５３０）。第2のコンテンツ処理部
３０６は、取得した制御情報に基づき処理を実行する（S５３１）。
【０１１２】
【発明の効果】
以上詳細に示したように、本発明のコンテンツ視聴システムによれば、
まず、携帯端末を携帯するユーザがコンテンツの表示を携帯端末から連携端末へ必要に応
じて変更することが可能となり、携帯端末ユーザは、携帯端末の処理能力、携帯端末の表
示能力、携帯端末が使用可能な通信能力、あるいは携帯端末が使用する通信路の通信状態
変化の影響を受けることなく、快適なコンテンツの閲覧、視聴を実現することができる。
【０１１３】
また、携帯端末ユーザは、連携端末上に表示させたコンテンツの中から必要なコンテンツ
の全体あるいは一部を指定し、指定したコンテンツを携帯端末内部に取り込み表示するこ
とが可能となり、連携端末が設置されている場所から移動する場合においても、コンテン
ツの閲覧、視聴作業を継続することができる。
【０１１４】
また、携帯端末ユーザは、連携端末上に表示させたコンテンツの中から必要なコンテンツ
の全体あるいは一部を指定し、指定したコンテンツの識別情報を、携帯端末内部に記録す
ることが可能となり、連携端末が設置されている場所から移動した場合においても、その
移動先において、コンテンツの閲覧、視聴作業を再開することができる。
【０１１５】
また、携帯端末ユーザが使用する連携端末が限定されている場合に、携帯端末と連携端末
間で通信路を確立する必要が生じるたびに、携帯端末ユーザは連携端末の識別情報あるい
はアドレス情報を入力する必要がなく、携帯端末ユーザが行っているコンテンツの閲覧、
視聴作業の中断を最小限に留めることができる。
【０１１６】
また、携帯端末ユーザが使用する連携端末の識別情報あるいはアドレス情報を知らない場
合においても、携帯端末と連携端末間で通信路を確立する必要が生じるたびに、携帯端末
ユーザは連携端末の識別情報あるいはアドレス情報を入力する必要がなく、携帯端末ユー
ザが行っているコンテンツの閲覧、視聴作業の中断を最小限に留めることができる。
【０１１７】
また、携帯端末ユーザが利用すべき連携端末を選択する際、携帯端末ユーザに提示される
使用可能な連携端末の数が適切に限定されるため、あるいは携帯端末ユーザが連携端末を
選択する必要がないため、携帯端末ユーザの負荷を軽減し、携帯端末ユーザが行っている
コンテンツの閲覧、視聴作業の中断を最小限に留めることができる。
【０１１８】
また、携帯端末が利用可能な連携端末を探索する際に、複数の連携端末にアクセスしそれ
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らの応答を収集する必要がなくなるため、使用可能な連携端末を携帯端末ユーザに提示す
るまでの時間を短縮することができる。従って、携帯端末ユーザが行っているコンテンツ
の閲覧、視聴作業の中断を最小限に留めることができる。
さらに、連携端末の所有者あるいは運用者が複数の連携端末を効率的に設置、管理するこ
とが可能となるため、携帯端末ユーザに対してコンテンツの閲覧、視聴環境の整備を充実
することができる。
【０１１９】
また、携帯端末ユーザが利用すべき連携端末を選択する際、携帯端末ユーザに提示される
使用可能な連携端末の数が適切に限定されるため、携帯端末ユーザの負荷を軽減し、携帯
端末ユーザが行っているコンテンツの閲覧、視聴作業の中断を最小限に留めることができ
る。
【０１２０】
また、携帯端末ユーザは、連携端末が設置されている様々な場所を移動した場合において
も、その移動先において、コンテンツの閲覧、視聴作業を継続・再開できる。さらに、コ
ンテンツの視聴が連携端末上に限定されるため、コンテンツ視聴システムの利用において
、携帯端末内部にコンテンツが不当に取得、保持されるとともに、他の端末へ不当に流出
するような脅威を排除することができる。
【０１２１】
また、携帯端末ユーザは、連携端末を制御するために必要なユーザインタフェースや制御
情報を生成する機能をあらかじめ取得し携帯端末内に登録しておく必要がないため、携帯
端末ユーザの負荷を軽減することができるとともに、容量に制限のある携帯端末のメモリ
を効率的に利用することができる。
【０１２２】
また、連携端末の所有者あるいは運用者が、連携端末の利用に関わる対価を取得できるた
め、これら連携端末の利用による不利益を被ることなく、不特定のユーザに開放すること
が可能となる。従って、携帯端末ユーザは、連携端末の所有者あるいは運用者に対してそ
の連携端末を利用する対価を支払うことで連携端末を使用できる場所や機会を多くするこ
とができ、コンテンツの閲覧、視聴作業の継続性を高めることができる。
【０１２３】
また、個々の連携端末にその連携端末の利用に関する対価の入出管理機能を設置する必要
がなく、連携端末の所有者あるいは運用者が複数の連携端末を効率的に設置、管理するこ
とが可能となるため、携帯端末ユーザに対してコンテンツの閲覧、視聴環境の整備を充実
できる。さらに、携帯端末ユーザが連携端末の利用に関わる対価の支払い処理を、連携端
末との通信路の開設の度に実施する必要がなくなるため、使用可能な連携端末を携帯端末
ユーザに提示するまでの時間を短縮することができる。従って、携帯端末ユーザが行って
いるコンテンツの閲覧、視聴作業の中断を最小限に留めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】携帯端末で表示したコンテンツを連携端末上へ表示させる制御を行う本発明によ
るコンテンツ視聴システムの一構成例を示すブロック図である。
【図２】図１に示す本発明によるコンテンツ視聴システムにおいて、携帯端末で表示した
コンテンツを連携端末上へ表示させる制御を説明するための動作フロー図である。
【図３】連携端末で表示したコンテンツを携帯端末上へ表示させる制御を行う本発明によ
るコンテンツ視聴システムの一構成例を示すブロック図である。
【図４】図３に示す本発明によるコンテンツ視聴システムにおいて、携帯端末ユーザの指
示により、連携端末がサーバからコンテンツファイルを取得し連携端末上に出力する処理
の動作を説明するための動作フロー図である。
【図５】図３に示す本発明によるコンテンツ視聴システムにおいて、携帯端末ユーザが、
連携端末上に出力されたコンテンツを監視して、携帯端末に取得するコンテンツを選択す
る処理の動作を説明するための動作フロー図である。
【図６】図３に示す本発明によるコンテンツ視聴システムにおいて、携帯端末が、連携端
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末上で選択されたコンテンツに関するコンテンツファイルを取得し、携帯端末上に出力す
る処理の動作を説明するための動作フロー図である。
【図７】図３に示す本発明によるコンテンツ視聴システムにおいて、携帯端末が、連携端
末上で選択されたコンテンツに関するコンテンツ識別情報を取得し、携帯端末内に保持す
る処理の動作を説明するための動作フロー図である。
【図８】携帯端末と連携端末間でコンテンツ出力先を制御することができる本発明による
コンテンツ視聴システムの一構成例を示すブロック図である。
【図９】図８に示したコンテンツ視聴システムにおいて、携帯端末で表示したコンテンツ
を連携端末上へ表示される制御と、連携端末で表示したコンテンツを携帯端末上へ表示さ
せる制御を切り替えて動作させる制御を説明するための動作フロー図である。
【図１０】携帯端末ユーザが、携帯端末の連携先となる連携端末を，予め携帯端末に登録
しておいた連携端末のリストから選択することを可能とする本発明によるコンテンツ視聴
システムの一構成例を示すブロック図である。
【図１１】図１０に示す本発明によるコンテンツ視聴システムにおける通信確立処理の一
例を説明するための動作フロー図である。
【図１２】携帯端末ユーザが、携帯端末の連携先となる連携端末を，連携の必要が生じた
場合に接続可能な連携端末の中から選択することを可能とする本発明によるコンテンツ視
聴システムの一構成例を示すブロック図である。
【図１３】図１２に示す本発明によるコンテンツ視聴システムにおける通信確立処理の一
例を説明するための動作フロー図である。
【図１４】携帯端末ユーザが、携帯端末の連携先となる連携端末を，特定のコンテンツ処
理機能を具備する連携端末の中から選択することを可能とする本発明によるコンテンツ視
聴システムの一構成例を示すブロック図である。
【図１５】図１４に示す本発明によるコンテンツ視聴システムにおける通信確立処理の一
例を説明するための動作フロー図である。
【図１６】携帯端末ユーザが、携帯端末の連携先となる連携端末を，特定の所有者または
運用者が提供する連携端末の中から選択することを可能とする本発明によるコンテンツ視
聴システムの一構成例を示すブロック図である。
【図１７】図１６に示す本発明によるコンテンツ視聴システムにおける通信確立処理の一
例を説明するための動作フロー図である。
【図１８】携帯端末が最初に取得された第一のアドレスにより接続される連携端末との間
で通信路の確立を実行する機能構成を図１２，図１４，図１６に示す本発明によるコンテ
ンツ視聴システムにおいて実現された場合の動作フロー図である。
【図１９】携帯端末ユーザが、携帯端末の連携先となる連携端末を，携帯端末の地理的な
位置を中心として、ある特定の距離内に存在する連携端末の中から選択することを可能と
する本発明によるコンテンツ視聴システムの一構成例を示すブロック図である。
【図２０】図１９に示す本発明によるコンテンツ視聴システムにおける通信確立処理の一
例を説明するための動作フロー図である。
【図２１】携帯端末ユーザが、携帯端末の連携先となる連携端末を，携帯端末の地理的な
位置を中心として、特定の方角、特定の距離内に存在する連携端末の中から選択すること
を可能とする本発明によるコンテンツ視聴システムの一構成例を示すブロック図である。
【図２２】図２１に示す本発明によるコンテンツ視聴システムにおける通信確立処理の一
例を説明するための動作フロー図である。
【図２３】携帯端末が、その携帯端末と地理的に最も近い連携端末との間で通信路の確立
を実行する機能構成を図１９，図２０に示す本発明によるコンテンツ視聴システムにおい
て実現された場合の動作フロー図である。
【図２４】図１から図８に示す本発明によるコンテンツ視聴システムにおいて、携帯端末
と連携動作させる連携端末の選択処理を行う際に、連携端末から所望のコンテンツ処理部
の種別と現在位置の情報に基づき実行する機能構成例を示すブロック図である。
【図２５】図２４に示す本発明によるコンテンツ視聴システムにおける通信確立処理の一
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例を説明するための動作フロー図である。
【図２６】図１から図８に示す本発明によるコンテンツ視聴システムにおいて、携帯端末
と連携動作させる連携端末の選択処理を行う際に、連携端末から所望のコンテンツ処理部
の種別と現在位置及び方角の情報に基づき実行する機能構成例を示すブロック図である。
【図２７】図２６に示す本発明によるコンテンツ視聴システムにおける通信確立処理の一
例を説明するための動作フロー図である。
【図２８】連携端末情報管理サーバが携帯端末に提供する唯一の第一のアドレスにより接
続される連携端末との間で通信路の確立を実行する機能構成を図２４，図２６，に示す本
発明によるコンテンツ視聴システムにおいて実現された場合の動作フロー図である。
【図２９】図２４，図２６，に示す本発明によるコンテンツ視聴システムにおいて、連携
動作のため携帯端末と連携端末間で確立していた通信路が開放された場合に、携帯端末上
でコンテンツ視聴作業を継続するときの動作フロー図である。
【図３０】図２４，図２６，に示す本発明によるコンテンツ視聴システムにおいて、連携
動作のため携帯端末と連携端末間で確立していた通信路が開放された場合に、携帯端末が
連携端末から取得した第２のコンテンツ識別情報を記録するときの動作フロー図である。
【図３１】図２４，図２６，に示す本発明によるコンテンツ視聴システムにおいて、連携
動作のため携帯端末と連携端末間で確立していた通信路が開放された場合に、携帯端末が
連携端末から取得した第２のコンテンツ識別情報を記録し、記録したコンテンツ識別情報
に対応するコンテンツの携帯端末上での出力を制限するときの動作フロー図である。
【図３２】図１から図２８に示す本発明によるコンテンツ視聴システムに追加機能を付加
して、携帯端末と連携端末間で通信路が確立された直後に、連携端末内のコンテンツ処理
部の連携動作機能を取得する場合の機能構成例を示すブロック図である。
【図３３】図３２に示す本発明によるコンテンツ視聴システムにおいて、携帯端末がサー
ビス定義ファイルに記述された全てのファイルを自動的に取得する場合の動作フロー図で
ある。
【図３４】図３２に示す本発明によるコンテンツ視聴システムにおいて、携帯端末がその
ユーザから指定されたサービスに関するファイルのみを取得するように制御された場合の
動作フロー図である。
【図３５】ネットワーク上を流通可能な論理的な通貨を利用して、適正な価値の論理通貨
が支払われることにより連携端末の利用を許容する機能を実現するために、携帯端末と連
携端末の各々が論理通貨の授受に関わる機能を備えた本発明によるコンテンツ視聴システ
ムの構成例を示すブロック図である。
【図３６】図３５に示す本発明によるコンテンツ視聴システムの動作フロー図である。
【図３７】ネットワーク上を流通可能な論理的な通貨を利用して、適正な価値の論理通貨
が支払われることにより連携端末の利用を許容する機能を実現するために、携帯端末と連
携端末情報管理サーバの各々が論理通貨の授受に関わる機能を備えた本発明によるコンテ
ンツ視聴システムの構成例を示すブロック図である。
【図３８】図３７に示す本発明によるコンテンツ視聴システムの動作フロー図である。
【図３９】携帯端末ユーザが連携端末上で実行する作業の選択状況や実行状態を連携端末
上で管理管理する形態をとった場合の本発明によるコンテンツ視聴システムの構成例を示
すブロック図である。
【図４０】図３９で示した構成のコンテンツ視聴システムの動作を説明するための動作フ
ローである。
【符号の説明】
１０　携帯端末ユーザ
２０　連携端末所持者，運用者
３０　論理通貨発行者
５１　第１の通信網
５２　第２の通信網
５３　第３の通信網
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５４　第４の通信網
１００　携帯端末
１０１　コンテンツ処理部（第１のコンテンツ処理部）
１０２　第１の通信処理部
１０３　第１のユーザインタフェース部
１０４　コンテンツ識別情報取得部
１０５　第２の通信処理部
１０６　入出力部
１０７　第２のユーザインタフェース部
１０８　制御情報生成部
１０９　コンテンツ処理制御部
１１０　第３のユーザインタフェース部
１１１　連携端末情報管理部
１１２　第４のユーザインタフェース部
１１３　位置情報管理部
１１４　センサー部
１１５　プログラム実行管理部
１１６　第１の論理通貨管理部
１１８　コンテンツ識別情報
１２０　第１のコンテンツ識別情報
１２１　制御情報
１２２　連携端末識別情報
１２３　第１のアドレス情報
１２４　連携端末提供者識別情報
１２５　現在位置
１２６　検索距離範囲情報
１２７　方角情報
１２８　第２のアドレス情報
１２９　第３の価値情報
１３０　携帯端末ユーザの識別情報
２００　サーバ
２１０　コンテンツファイル
３００　連携端末
３００ａ　第１の連携端末
３００ｂ　第２の連携端末
３０１　第３の通信処理部
３０２　第１のコンテンツ処理制御部
３０３　コンテンツ処理部（第２のコンテンツ処理部）
３０４　第４の通信処理部
３０５　出力部
３０６　第２のコンテンツ処理制御部
３０７　コンテンツ識別情報取得部
３０８　第１の端末情報管理部
３０９　位置情報管理部
３１０　プログラムファイルサーバ部
３１１　第２の論理通貨管理部
３１２　操作状況提示部
３２０　第２のコンテンツ識別情報
３２２　第１のプログラムファイル名
３２３　位置関係表現情報
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３２５　サービス定義ファイル
３２６　第１のユーザインタフェース部プログラムファイル
３２７　コンテンツ識別情報取得部プログラムファイル
３２８　第２のユーザインタフェース部プログラムファイル
３２９　制御情報生成部
３３０　コンテンツ処理制御部
３３１　第３のユーザインタフェース部プログラムファイル
３３２　第１のプログラムファイル名
３３３　第１の価値情報
３３４　領収情報データ
３３５　操作遷移状態定義情報
４００　連携端末情報管理サーバ
４１０　第２の端末情報管理部
４１１　第３の論理通貨管理部
４１２　第２の論理通貨管理部
４２０　連携端末の現在位置
４２１　コンテンツ処理部の種別リスト
４２２　連携端末識別情報リスト
４２３　第２のプログラムファイル名
４２４　第４の価値情報
４２５　領収情報データ
５００　決済サーバ
５２０　論理通貨
５２１　第２の価値情報

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】



(41) JP 4136330 B2 2008.8.20

【図１５】 【図１６】
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【図３３】 【図３４】
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